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開会 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。

質問者は質問者席に登壇して質問を行って

ください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分といたします。 

  中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  おはようございます。 

  ただいま議長から御指名をいただきまし

た、中川でございます。 

  さて、この９月会議の一般質問では、主

に高齢者関連の項目や地域の活性化の項目

などについて取り上げております。どうか

よい答弁をいただけますよう、どうかよろ

しくお願いをいたします。 

  では、まず初めに通告書ナンバー１、親

族が亡くなった場合の各種手続についてに

関する質問でございます。 

  人間にかかわらず、この世に生きる生き

物には必ず寿命がございます。したがって

長い人生の途上では大事な家族との別離に

遭遇いたします。家族が亡くなった場合、

親族の方への連絡や通夜や告別式の会場の

設定や、また地域の皆様への連絡などが必

要となってまいります。そしてこれらの式

を滞りなく終えたとしても、後日、訃報を

知って駆けつける方もおられ、残された親

族にとってみては心労が重なる出来事と言

えるかと思います。この後、心労がたまっ

た親族にさらに追い打ちを立てる内容がご

ざいます。それは亡くなった方の死亡手続

でございます。住民票の削除並びに場合に

よっては世帯主の変更や住民基本台帳カー

ドの返還、また国民健康保険や後期高齢者

医療さらには介護保険の被保険者証の返還、

また葬祭費の請求、また年金受給者の死亡

手続、また福祉サービスの廃止または上下

水道の所有者変更、あるいは軽自動車を所

有されていたならば名義変更や廃止など、

数多くの手続が必要となります。 

  私ごとではございますが、九州に住む家

内の父が昨年亡くなりました。家内に聞い

たところ、何度も何度も市役所に足を運び、

これらの手続を済ませたとのことを聞いて

おります。家族との死別は人生の中でそう

数多く経験することもできないため、当然

これらの死亡手続に習熟できているわけで

もなく、大変面倒な作業となります。そこ

で、残された家族が行います死亡手続をス

ムーズに行えるように、死亡手続の一覧表

をつくってはどうかと思っております。ち

なみに大分県別府市では２３項目の手続に

ついて、手続に必要なものそして窓口、受

付窓口はどこかを明記したもの、このよう

なものがございます。この死亡手続の一覧

表の作成いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  議員御提案の、死後手続の一覧表という

ようなものでございます。本町におきまし

てもこれまで作成できないものかと何度か

検討をしてまいりました。窓口での備えつ

けをして、お越しになる方々に一覧を見て

いただいて、チェックでもいただいて、御

自分に必要なところについて手続をいただ
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くというようなこととか、いろいろ考えて

まいりましたが、結局本町の場合、大きな

市でもございませんので、そのような一覧

表はなくても、現実的には吉川支所ではワ

ンストップで全ての手続を完了できるとい

う体制をとらせていただいておりますし、

また本庁でも、ワンストップとは申し上げ

ませんが、１階の生活福祉部のエリアで手

続が完了できるというような連携をしてお

りますことから、一覧表の作成には今まで

至らなかったというのが現状でございます。

言いかえますと、豊能町のような小さな役

所は、小さいなりにその利点を生かした実

情に即した方法をとって今までしっかりと

対応してきたということを認識しておりま

すが、ただ、窓口にお越しになられる前に、

例えば何をどんな書類を持っていけばいい

のかなどお知りになりたい方もおられるの

は事実だと考えてございますので、事前に

お問い合わせをいただきましたら、その時

点でお電話で丁寧にお答えさせていただき

ますが、活字で、例えばホームページ等で

事前の情報を提供するというような、そう

いった一覧表を本町でもつくれないかとい

ったところについては、今後、先ほどおっ

しゃいました別府市などを参考にしながら

勉強して検討してまいりたいと考えてござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  高齢化率、結構大阪府でも一番高いとい

うか、そのような位置づけである地域でも

ございますので、しっかりとそのような、

住民の方にやはりこの手続をスムーズにや

っていただけるという意味におきましても、

今、検討していきたいということでしたけ

ども、引き続きお願いしたいなと、このよ

うに思っております。 

  この死亡手続に関連する項目になります

が、今、ワンストップでできるような体制

もありますということやったんですけども、

とりあえず質問として取り上げております

ので、紹介をさせてもらいたいと思います。 

  この死亡手続の支援コーナー、そういっ

たものを設置している地域もございまして、

静岡県藤枝市では御遺族の方の手続の負担

を軽減するために、御遺族手続コーナーと

いうものを設置して、予約制ではあります

が、１回１時間程度の時間、手続書類の作

成を職員の方に手伝っていただくという、

そのようなコーナーを設置しているという

地域もございます。本町もこのような遺族

の手続コーナー、そういったものを設置し

てはどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  御遺族の手続支援コーナー開設でござい

ますが、大きな市役所でしたらそうしたコ

ーナーが必要だとは思っておりますが、先

ほどもお答えさせていただきましたが、私

ども小さな役所でございまして、それから

吉川支所はもう一つの窓口でワンストップ

でできるというようなところもございます。

本庁においても先ほど申し上げたとおりで

ございます。ですのでコーナーを開設する

までもなく、お一人お一人の状況に合わせ

た必要な手続を御案内できるような準備が

できているものと認識をしてございますの

で、改めて専用のコーナーを設けるといっ

たことは考えてございません。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  御遺族手続コーナーの設置までは考える
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のはちょっと難しいかもわからないいうこ

とでしたけども、先ほど１回目の質問にあ

りましたような一覧表、そういったものは

何とかつくっていただければと思いますの

で、引き続き検討のほう、どうかよろしく

お願いをいたします。 

  では次の項目に移らせていただきます。 

  次に、通告書ナンバー２の介護保険での

住宅改修費の補助制度で受領委任払い制度

を導入できないかという質問に移らせてい

ただきます。 

  健康であれば問題はないのでしょうが、

介護を必要とされる方は段差のフラット化

や階段や風呂の手すり、和式便器の洋式化

などが必要となり、これらの住宅改修を実

施する場合、介護保険を利用して住宅改修

費が支給される制度がございます。要支援

の１・２、要介護の１から５の認定を受け

ておられる方が対象でございますが、２０

万円を上限として申請額の７割から９割が

給付されるという仕組みでございます。例

えば住宅改修費が２０万円で９割支給の場

合、支給額は１８万円で自己負担は２万円

です。しかし実際、住宅改修が完了して業

者に金額を支払うときに、改修費の２０万

円を全額個人が支払うことになります。そ

して後から１８万円が役場から支給される

という、そういう仕組みであります。した

がって一旦は改修費用の全額を自己負担す

る必要がございます。全額を一旦自己負担

し、後から補助金が支給されるこの制度を

償還払い方式といいます。 

  まず初めに伺いますが、豊能町の場合も

この償還払い方式でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  本町におきましては制度発足当時から、

この住宅改修につきましては、本人が改修

費用の全額を事業者に支払った後、御本人

から申請に基づき、町から７割から９割の

支給を受ける方法、いわゆる償還払い方法

を実施してございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  この償還払い方式の場合は厄介なことが

発生する可能性がございます。どういうこ

とかといいますと、たくさんの年金を受給

されている方は、例えば２０万円全額を一

旦自己負担するということもまあよいかも

しれませんが、年金の受給額が少ない方の

場合、全額支払いが負担が大きくなるとい

うことでございます。そこで、先ほどの例

でいきますと、住宅改修費の２０万円のう

ち自己負担の２万円のみ自分で業者に支払

って、残りの１８万円は役場、行政側から

この事業者に払うということで、償還払い

方式における個人負担を大きく軽減できる

と思います。この住宅改修費の補助金の部

分を役所から業者へ支払う制度を受領委任

払い方式といいますが、豊能町でも受領委

任払い方式を導入してみてはいかがでしょ

うか。ちなみに大阪府下では羽曳野市など

がこの制度を実施しております。いかがで

しょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お尋ねの受領委任払い方式も導入したら

どうかというような御提案でございますが、

確かにその方法をとりますと、御利用され

る方の一時的な自己負担を軽減させる制度

として有効な方法であると理解はしてござ

います。今後、この受領委任払い方式につ

いて既に実施している近隣自治体の状況を
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参考にして、本町におきましても令和２年

度より導入に向け検討してまいります。ま

た、同時に日常生活の自立を支援する福祉

用具を購入した場合、この場合も今までは

償還払い方式を実施しておりましたが、も

う一つの選択として受領委任払い方式がで

きるかどうか検討してまいりたいと考えて

ございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  現在は償還払い方式を使っているという

ことではございましたが、この償還払い方

式と違って受領委任払い方式にするとした

場合、例えば職員の方の業務だとか、事業

者への支払いとかで何か困難なこと、不都

合なこととか、そういったことはございま

すでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  我々町サイドの事務的なこととしてはそ

んなに変わらないものだと考えてございま

す。ただ、事業者が、今までは利用者の方

から１０割、先というか、工事が終わった

らすぐもらえてたものを、この受領委任払

い方式にしますと、その利用者の方からは

例えば１割いただいて、あとの残りは町の

ほうに、これからのシステムのやり方があ

りますけれども、町のほうから、請求いた

だいて翌月の月末までに支払うと、その事

業者さんに。事業者さんにとっては最長２

カ月は現金が入ってこないというような状

況になりますので、そのようなことをよし

としていただける事業者さんが豊能町の住

宅改修等なさっておられる中でおられるか

どうかっていうのをまずは探していかなき

ゃならないと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今の御答弁でいきますと、職員の方のい

わゆる業務といいますか、それ的にはさほ

ど影響はないでしょうということですけど

も、逆に今度、事業者、業者の方への支払

いが、今、最長２カ月ぐらいおくれるだろ

うということで、そういった意味でそれを

よしとしてくれるかどうかというところが

ネックだろうというふうなことでしたよね。

そういった意味ではなかなかその業者の方、

見つかるかどうかわかりませんけども、何

とかこの制度が確立できるように、しっか

りとまた努力をいただければと、このよう

に思っております。この受領委任払い方式

が導入されることで、対象となる住民の皆

様に喜んでいただけるものと考えます。ど

うか引き続きよろしくお願いをいたします。 

  では、続きまして次の項目に移らせてい

ただきます。 

  次に、通告書ナンバー３の高齢者などの

対応についての中の、運転免許証の自主返

納に伴う処理の検討についての質問をさせ

ていただきます。 

  高齢者の自動車事故が全国的に頻発して

おります。このことを受け、高齢者の自動

車免許証の自主返納に注目が集まってきて

おります。自主返納することで特典がつく

地域もございます。この特典につきまして

は、自治体主催などでは電車やバスといっ

た公共交通の料金割引だとか、タクシーの

割引とかがございまして、また民間主催で

は温泉の入浴料の割引、または博物館や美

術館への入館料の割引、あるいは定期預金

の金利の上乗せ、そういった制度を導入し

ているところもございます。豊能町として

はこの免許証の自主返納に対する特典、そ
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ういったことは何か検討とか考えておられ

るんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  豊能町独自で自主返納に対する特典は考

えているのかということでございますが、

豊能町独自の特典制度については今のとこ

ろ考えてございません。ただ、大阪府全域

といいますか、大阪府の警察本部の外郭団

体でございます大阪府交通対策協議会とい

うところが、平成２４年７月から大阪府内

において、自動車運転免許証を返納した高

齢ドライバーには高齢者運転免許証自主返

納サポート制度が設けられてございます。

制度といたしましては、６５歳以上のドラ

イバーが運転免許証を自主返納した場合に、

運転経歴証明書、これが交付されまして、

府内のサポート事業所になっている飲食店

やその他サービス業などで特典が得られる

というものでございます。現在、府内には

たくさんございますが、豊能町にはそのサ

ポート事業がございませんので、今後とも

制度の普及については町としてもＰＲ等を

努めてまいりたいと考えてございます。同

時に豊能町内にもそういった事業所の拡充

をしていくように、実施主体である大阪府

交通対策協議会にはその旨要望してまいり

たいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  豊能町のホームページに免許証の自主返

納サポート企業募集という、そのような項

目がございました。じっくり見ると、ダウ

ンロードすることで、自主返納で利用でき

る特典のある企業の一覧というものがござ

いました。これについては残念ながら平成

２５年６月２０日時点のシートいうか、一

覧表でございまして、多分大阪府一覧で使

用できる企業だとか、店舗はこんだけあり

ますよという、そういった内容がしたため

られた内容でございましたけども、実は平

成２５年の、もう６年ぐらい前の情報でご

ざいました。この情報の大もとになってる

であろうと思われるものを、私も見てみま

した。それは大阪府のホームページであり

ますけども、この大阪府のホームページに

は免許証自主返納サポート制度という、そ

ういうコーナーがございまして、ここにも

同じように、大阪府下でこんなお店に行っ

たらこんな割引が使えるよとか、このお店

行ったらこういう食べ物がちょっと割引で

使えるとか、何か、そういうふうな、いっ

ぱい載ってるのがございまして、それらの

情報は何と令和元年７月１６日現在。だか

らもうほんの一、二カ月前の最新の情報が

アップされている。大阪府のほうにはです

ね。そのような状況でございました。そう

いった意味では豊能町の情報が６年前の非

常に古い情報と思われますので、まず初め

に最新版の、この大阪府の情報を載せると

いうか、差しかえるというか、そのように

してはどうかと思いますがいかがでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  大変申しわけございませんでした。そう

あるべきでございますので、改めて私ども

のホームページに、データを持ってきて張

りつけるということでなしに、今後はリン

クするなどさせていただいて、タイムリー

にタイムラグのないように情報提供に努め
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てまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  この大阪府の免許証自主返納サポート制

度、これにアップされている一覧、特典の

ある企業だとか店舗の一覧、これはいつも

何種類かに分かれてございまして、地域別

になってました。我々の住んでるこの地域

は、豊能地域っていうエリアにはまります

けども、それ以外に北摂地域、河内、これ

河内はたしか南北やったかな。北河内、南

河内、そんな形のシートがございました。

あと南のほうにいきますと泉北地域、泉南

地域、そして大阪市内地域という、このよ

うな数多くのシートが、この大阪府のホー

ムページにはアップされております。ちょ

っと私も疑問がありましたので、私は豊能

の人間ですけど、例えば大阪市内に行った

ときにこの特典は使えるのかどうか。例え

ばその免許証を返納した自分が、豊能町の

自分が大阪市内に行ってもこの地域の、大

阪の地域の特典が使えるのかという質問を

させていただきましたら、それオーケーで

すよというふうなことでございましたので、

たしか大阪府全域使えますみたいなことを

聞かせてもらいましたので、そういった意

味ではこの免許証を返納された方に利用い

ただける企業だとか店舗がたくさん登録さ

れておることになります。ぜひとも住民の

皆様にも情報をしっかりと伝えていただけ

ればと、このように思っております。その

ためにも豊能町のホームページにおいて、

今は免許証の自主返納サポートの企業を募

集という項目でございますが、それとはま

た別に、自主返納するとこんだけの利用で

きる店舗、企業がありますよみたいな、そ

のような項目でも、この豊能町ホームペー

ジに掲載といいますか、してみたらどうか

と思うんですけどもいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  先ほども御答弁させていただきましたけ

れども、このサポート制度、高齢者運転免

許自主返納サポート制度、これについては

大阪府内全域の制度でございますので、豊

能町におきましても高齢化率が４４％を超

えとるというな状況でもございますので、

今後ともこの制度の普及については町とし

ても、町報それからホームページ等でＰＲ

に努めてまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  どうか、この自主返納という制度、結構

大事かなと思いますので、しっかりとＰＲ

これからも検討していっていただきたく思

います。 

  次にですけども、この免許証を返納する

ということは、逆に言うと移動手段、そう

いったものが逆に制限されてしまうという

ことにもつながってまいります。移動手段

というものはバスや電車といった公共交通、

こういうものになってまいります。ただし、

駅とかバス停までの移動が場合によっては

困難となるような場合も当然考えられるか

と思います。そこで駅とかバス停、公共交

通の駅とかバス停という、そういうところ

までの移動手段として、低速で走行する乗

合タイプの電動カートなどを導入してはど

うかと思っております。今、大阪府下では

河内長野市では自動運転を目指しての実証

実験として、７人乗りの電動カートを導入

し、一つの住宅地域内をデマンド方式だっ
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たかな、で走行して、住宅内の商業施設や

バス停などへの交通手段として取り入れて

おります。本町はやっぱり山手の地域にご

ざいますので、いろいろな住宅地ございま

すが、フラットな地域もございますが、ど

うしてもやっぱり坂道の多い住宅地等もご

ざいますので、そういった意味でバス停ま

での移動が困難だというような声も聞かれ

ることがございます。豊能町でもこのよう

な河内長野市のような、このような取り組

みをしてはどうかと思いますがいかがでし

ょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  議員から御提案の移動手段でございます。

電動カートについて、これにつきましては、

現在、国が新たに都市と地方のモビリティ

サービスについて、それぞれのまちの特色

を考慮した形で検討すべきと提案をされて

いることは承知してございます。本町とい

たしましては経費的なことも含めまして、

直ちに取り組むということは今のところ考

えてございませんが、御提案の件につきま

しては、今後、国の動向を注視しつつ、新

しい輸送サービス、とりわけ中央都市型と

して住民視点で持続可能なサービスができ

るかどうかも含め、既存する電車、バス、

タクシーといった豊能町の地域公共交通の

あり方をも含めて総合的に勘案しながら検

討していく必要があるものと考えてござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  先ほども、高齢化率の話、４２％という

話が、先ほどの答弁でもございましたけど

も、やはり高齢者の方のことをしっかり考

えていかなあかんというのも事実でござい

ますので、今すぐには無理かもわかんない

けども、今後のことを考えてじっくりと、

持続可能なというお話もございましたけど

も、取り組んでいただけますように引き続

きお願いをいたしまして、次の項目に移り

たいと思います。 

  次に、ひとり住まいの方への緊急通報シ

ステムという、そういう項目について質問

をさせていただきます。 

  初めの質問のほうでも登場しましたが、

家内の実家の話になりますが、義理の、私

からすると義理の母でございますが、ひと

りで暮らしてございます。高齢でありまし

て、何かと不安を覚えることもあり、緊急

通報システムを活用させてもらっておりま

す。電話機のすぐ近くに設置されている本

体と、家の中で持ち運びのできるペンダン

トタイプ、この二つがセットになっており

ます。この情報システムは２４時間態勢で、

何か不安なことがあればボタンを押すこと

で警備会社が音声対応して、必要に応じて

駆けつけたり、また救急車などを呼んだり

してくれるシステムでございます。豊能町

ではどんなもんでしょうか。いかがでしょ

うか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  現在、本町でも在宅高齢者の見守り事業

といたしまして、牛乳配達による安否確認

と、今、議員が御提案をいただきました緊

急通報装置の貸与についても行ってござい

ます。本町の緊急通報装置のシステムでご

ざいますが、現在、使用中のＮＴＴの電話

機に通報装置をつなぎまして、緊急時には

非常用ボタンあるいはペンダントのボタン

を押していただくことによりまして２４時
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間対応してございます。それを押しますと

どこへ連絡いきますかということでござい

ますが、私どもは町内に２カ所ございます

在宅介護支援センター、ここに通報がいき

まして、その者が必要に応じて救急車の出

動要請、それから救急車の出動要請までい

かないなという判断でしたら、あらかじめ

登録をいただいている御近所の２名の協力

員の方に安否確認をしていただくなどのこ

とで、緊急の対応を行ってございます。ま

た、対象者といたしましては、おおむね６

５歳以上の単身世帯、それから高齢者のみ

の世帯、またはこれに準ずる世帯に属する

高齢者ということにさせていただいており

まして、今現在、緊急通報装置の対応をし

てございます世帯について、世帯といいま

すか人数につきましては６０名ということ

になってございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、豊能町でも同様の仕組みは既に導入

されているということではございましたが、

その中で一言おっしゃってたのが、あくま

でも電話回線、これはＮＴＴの回線、昔で

言うところの電電公社というか、そういう

ふうな電話回線であるということが必須条

件であるみたいなことだったんですけども、

今の時代、だんだんとインターネットが普

及してきておりまして、そういった意味で

は、その今のＮＴＴ回線でいきますと、イ

ンターネットの回線とか使っておられる御

家庭の場合は多分ちょっと対象外になっち

ゃうという可能性があるんかと思いますけ

ども、そういった部分はどうなんでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  議員御質問いただいておりますＮＴＴ以

外の回線はどうかということなんですが、

ＮＴＴにいたしましてもインターネットを

介しまして普通の回線からＩＰ電話に切り

かえておられる御家庭もあると思うんです

けれども、そのＩＰ電話になっていきます

と、これは使えないというような状況が現

にございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  そのようなこともありまして、私自身、

このような緊急通報システムを導入、立ち

上げておられる事業者といったところにも

確認とかをさせてもらいましたけども、や

っぱり最近はインターネットの回線を使わ

れる御家庭もだんだんとふえてきていると

いうこともありまして、そういったものに

対応できる、対応することができるという、

そのようなシステムも実際ございましたの

で、これからの時代、やっぱり回線が昔の

回線からそういうＩＰ電話が使える、その

ような回線になってる家庭もこれからだん

だんふえていくと思いますので、そういっ

たときに、豊能町のこのシステムはそれ使

えないんですわ、じゃちょっと困るかなと

思うので、そのような、実際新しいインタ

ーネット回線が使える緊急通報システムは

実際あるかと、私も思いましたので、今後

そのような事例が発生することも考えられ

るので、今後のことも考えに入れて、その

ような方式もできるようにしていってもら

えたらと私は思っております。 

  では次の質問に移らせていただきます。 

  次に通告書ナンバー４の地域の活性化と

いうことについての中の、エミューの活用

についてを質問をさせていただきます。 



 3－12 

  オーストラリアにエミューという鳥がい

ます。二足歩行する飛べない鳥で、足先か

ら頭の先までの高さは大体、今、人間か、

人間よりちょっと高いですかね。1.５メー

トルから２メートルぐらいの高さでござい

ます。体重は５０キロ前後、４０キロから

成鳥になった場合は６０キロぐらい、最大、

言われております。寿命は結構長くて２０

年から３０年とも言われております。形は

ちょっと想像しにくいので、よく似た鳥を

あげますとダチョウです。ダチョウを少し

小柄にした感じの鳥でございます。こんな

鳥ですね。ちょっと見にくいですかね。非

常におとなしい性格で、果物や草、野菜、

昆虫などが主な食べ物であり、暑くても寒

くても飼育ができる特色がございます。日

本においては佐賀県の基山町、また福島県

北塩原村、さらには何と北海道の網走市な

どで飼育されて、地域の特産物としている

ところがございます。今、申し上げました

これらの地域におきましては、このエミュ

ーを飼育して、雑草を食べる食性を生かし、

耕作放棄地の雑草管理に活用したり、この

エミューという鳥の卵とか肉、さらにはこ

のオイル、エミューオイルと言いますけど

も、そういったものを生産し、地域の活性

化を行っております。また、何とこのエミ

ューは結構大きな生き物であるため、イノ

シシとかシカなどが寄りつかなくなるとい

う効果もあるそうでございます。この豊能

町でもエミューを飼育して町の活性化につ

なげてはどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  おはようございます。 

  お答えさせていただきます。 

  エミューにつきましてはオーストラリア

産の飛べない大型の鳥ということで、肉が

低脂肪で低カロリー、鉄分が豊富というこ

とと、脂肪からとれるオイルは化粧品に使

われるというように、利用価値が高い新た

な畜産資源というふうに言われています。

動物園ではおなじみですが、畜産用として

の飼育数は極めて少ない状況で、１９９６

年に北海道で初めて畜産用として飼育され

ました。先ほどもありましたように、最近

では佐賀県の基山町または福島県の北塩原

村で耕作放棄地の対策を使って町おこしに

取り組んだり地域活性化に取り組んだりと

いうことは聞いております。 

  こうした特徴のエミューの活用ですけど

も、大きな課題があるというふうに考えて

います。食用にするための解体施設、解体

された肉の加工施設の確保であると考えら

れます。またそれを行うための事業者の確

保も課題というふうに考えておりますので、

したがいまして生き物を飼育するというこ

とは簡単ではありませんので、勉強してま

いりたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  いろいろな課題点があるということでご

ざいましたが、その課題を克服できるなら

ば多分いけるだろうということなので、今

後ともこのような取り組み、町の活性化と

いう意味合いで、また耕作放棄地の管理と

いうか、そういったことにも利用できます

し、イノシシやシカなどのものを寄りつか

なくさせるという効果も確かにあるという

ふうに聞いておりますので、引き続き、難

しいかもわからないけども検討していって

いただければと、このように思っておりま

す。 

  では次の項目に移らせていただきます。 
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  次に、田んぼアートについて質問をさせ

ていただきます。 

  豊能町には多くの田んぼがございます。

先日も町内を走行いたしましたが、稲穂が

徐々に色づいてきておりました。稲は夏ま

ではきれいな緑色、そして秋は稲穂の黄金

色といいますかね。そのように季節による

色彩を楽しむことができます。この田んぼ

の稲を使っての芸術、田んぼアートがいろ

いろな地域で行われております。田んぼア

ートは色の異なる稲を使って田んぼに各種

の絵柄をつくり出すというものでございま

す。稲で絵を描くわけですから、田んぼの

どこにどの色の稲を植えるのかなどテクニ

ックも必要なようですが、稲が伸びてきた

ときの様子はすばらしいものでございます。

この田んぼアートは観光客を呼び込む材料

ともなります。青森県田舎館村のホームペ

ージには、このようなもの、田んぼアート

の写真が掲載されております。この青森県

田舎館村や長野県の安曇野市などで、全国

のいろいろなとこで行われております。こ

の田んぼが多い豊能町でも実施し、観光客

の呼び込みなど町の活性化につなげてはど

うでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  田んぼアートにつきましては、各地で取

り組みが行われており、遊休地をうまく活

用して、町おこしの一環として取り組んで

おられることを見ますと、大変有効である

というふうに考えています。実施にするに

当たっては、一定の圃場の面積が必要とい

うふうに考えられます。そうなりますと圃

場整備された農地が適地になるというふう

に思いますので、事業主体となる農家の存

在が不可欠というふうに考えています。ま

た、他府県の事例から見ますと、学生のボ

ランティアの協力が得られるかとか、上か

ら観覧できる見やすい場所の確保はできる

か、収穫後の販売や利用方法が確立できる

かなどといった問題をクリアする必要があ

りますが、まずは事業を行う農家がいるか

どうかというのを調査していく必要がある

というふうには考えています。こうしたこ

とを踏まえて、地域活性化に有効な一つの

手段であると思いますので、各方面に問い

合わせをするなど可能性について検討して

まいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、いろいろな課題はあるんでしょうけ

どもというふうな前提のもとに、できるも

のであればやはり進めることも大事かなみ

たいなこともありましたので、しっかりと、

私はおもしろい取り組みやと思いますので、

できるものであればやっぱり実現していけ

ればと思いますので、引き続きの検討どう

かよろしくお願いをいたします。 

  では次の項目に移らせていただきます。 

  次に通告書ナンバー５の学校施設の有効

活用について質問をさせていただきます。 

  全国的に子どもの人数が減少してきてお

りまして、小中学校において余裕教室とい

うものが発生してきているような状況でご

ざいます。この余裕教室をさまざまな用途

に有効活用する事例が数多く見られており

ます。例えば放課後児童教室また保育所と

して活用したり、教室に畳を敷き詰めて社

会教育施設として世代を超えた人的交流の

場として活用したり、または高齢者などの

福祉施設として活用など、事例がございま

す。豊能町としても、子どもの人数が減少
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してきており、この余裕教室をさまざまな

形で有効活用してはどうかと思っておりま

すがいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  おはようございます。 

  御提案ありがとうございます。 

  まず、現在の余裕教室の本町の利用とし

ましては、大阪府の政策としまして、習熟

度別学習指導、特に算数・数学なんですけ

ども、それを行うため各学年とも別の教室

を利用している学校がほとんどでございま

す。また、議員がおっしゃっております地

域活性化の場として、現在、各学校におい

て学校支援の方々が集う教室、ＰＴＡの教

室、防犯対策を考える教室、放課後子ども

たちが集う教室、わくわく事業とも称して

おりますけども、などで有効利用している

というのが現実でございます。ちなみに現

在、空き教室というのはないということで

ございます。また、例えばあった場合、そ

の教室を社会教育的な使用として、例えば

公民館活動のような場所として使用するに

は、安全性、セキュリティの問題がござい

ます。児童・生徒が学ぶ学校として使用し

ている場所と完全に分離して、不特定の者

が学校施設に入ることがないようにするこ

とが必要であると考えております。例えば

通用門を別にする。棟１棟を学校と行き来

しないようにするという方策が必要である

かなと思います。議員の提案のあります余

裕教室の活用は地域活性の場として必要で

あると思いますので、現在、学校施設の再

編の検討を進めており、再編により使用し

なくなった学校の利用については考えてい

く必要があるかなというふうに考えておる

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、いろいろと答弁ございましたが、や

はり安全性の問題というのが一番大きな問

題かなというふうに私も感じましたけども、

今、本年度、健康増進課などの取り組みで、

地域の通いの場づくりということで、介護

予防を目指す取り組みも開始されておりま

す。ところがこういった取り組みをしても

参加人数がふえてくると、集える場所、会

場の確保が厳しくなるようなことも考えら

れてまいります。特に西公民館などは結構

活発に使用されている状況でもありますの

で、そういった意味からも地域の住民が集

える、さらには高齢者の方の集いの場とい

うものを、学校施設の教室を使うことで地

域の活性化につなげていくこともできよう

かと思います。福祉関連だけでなく生涯学

習部門でも、余裕教室の利活用していける

ものと私は考えております。確かに学校の

再編というようなことをやらなければ難し

いかもしれませんけども、しっかりと、今

後ともこの余裕教室の活用につきましては、

教育委員会だけでなくて、福祉部門などと

もしっかりと協議・検討をしていただけれ

ばと思います。 

  以上で私の質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、中川敦司議員の一般質を終わり

ます。 

  ここでインターネットの接続調整を行い

ますので暫時休憩をいたします。 

（午前１０時１６分 休憩） 

（午前１０時１８分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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  次に、小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ８番・小寺正人でございます。 

  ことしは選挙年と言われました。２月か

ら７月まで、約半年間、選挙にちょっと明

け暮れたなという感想があります。この中

でも予定外の選挙が四つございました。そ

れは一つは豊能町長選挙、それから大阪府

知事選挙、大阪市長選挙、池田市長選挙が、

予定外に行われたわけでございます。その

結果、維新の会が全てその選挙に勝利いた

しまして、これまでにないほど政治的環境

が整ったように感じました。このようなチ

ャンスは豊能町にとっても、もうそうざら

にある話ではありません。お金をかけずと

も政治力を持ってやれることも多いのです。

熱意さえあれば政治が開かれるものであり

ます。 

  社会生態学者のピーター・ドラッカーさ

んが次のように言っています。脅威に見え

る変化を利用して、機会、チャンスに変え

る。これは経営者の責務です。経営者を町

長と置きかえていただいたら、そのとおり

だと多分実感できると思います。企業経営

に問題は尽きないと。しかしながら、問題

の対応に追われるのは過去に生きているこ

とを意味していると。そこに未来はない。

未来に生きると経営者が決意したときに、

脅威の中に隠されたチャンスに気づき、活

用することが可能になる。脅威に背を向け、

運を天に任せてはならない。チャンスを持

たない企業というのは生き残ることはでき

ない。潜在的なチャンスの発見に努めない

企業は、その存在を運を天に任せることに

なります。今回この選挙を豊能町としてそ

のチャンスと捉えれば、維新の会所属の堺

市長や池田市長や、大阪府下の維新の会に

所属する首長に連携を呼びかければ、いろ

いろなせることがあります。特に水道企業

団に加入して大阪の水道の広域化を進めよ

うと呼びかけることができるわけです。加

入する自治体がふえれば、将来の豊能町の

水道料金値上げを防止することは不可能で

はありません。やる価値は十分とあります

が、思いますがいかが、塩川町長いかがお

考えでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  御質疑、ありがとうございます。 

  私は維新の会だけではなくて、この豊能

町において一番重要なことというのは、や

はり広域での連携をということがあります。

小寺議員が今おっしゃられてるのは、水道

または消防、そういうような専門性のある

ものということでございますけれども、少

し言葉を足させていただきたいと思うんで

すけれども、広域連携の場合というのは、

事務、共同事務ができていわゆる効率化が

できるということもありますし、それから

専門性をもっと有効にということで、消防

なんかは大型車両でありますとか、そうい

うような専門性の高いもの、これはなかな

か町独自で塗れはできませんので、そうい

うところに関しては連携をとってまいらな

いといけないと思います。特に消防であり

ますとか、それから水道もそうですけれど

も、あと環境、要は広域で必要なものは環

境という部分もありますし、それから機能

別ということでいくと観光でありますとか、

いわゆる税務であるとか、そういうところ

があるということをもう十分承知をしてる

つもりでございますので、今のお言葉の中

でいきますと、水道が料金ということで、

大阪関西広域水道企業団も含めて、今回、

堺の永藤市長がトップになりましたので、



 3－16 

これから話ができるというような機会で、

それは有効に使ってまいりたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  企業団に加入はしたいけれども、高みの

見物をしてる自治体が多くあります。ちゅ

うちょしている自治体も多くあるように見

受けられます。なぜかというと、高い水道

料金を持ってるその小さな自治体に料金を

引っぱられるのではないかという、そうい

う多分懸念ではないかなと私は感じてるわ

けですけれど、今回、豊能町も企業団に加

入いたしましたけども、特別会計となって

おりますので、安いところの自治体は安い

ままで入ることができるということですか

ら、その誤解を解いていけば、必ず加入を

してもらえるもんと私自身は思いますので、

塩川町長には頑張っていただきたいと思い

ます。 

  次に、広域行政を推進することは、豊能

町にとって、特にその財政基盤の弱い自治

体には大きなメリットがあるわけですよね。

消防の一元化も、もう長いこと言われてる

と思います。これなんかもハイパーレスキ

ュー隊のような特殊な技術を持った組織づ

くりができたり、効率的な運営体制をつく

ることができるわけですよね。よって、そ

れによってより安全・安心なサービスを住

民に提供する組織ができるということが期

待されるわけです。誰も反対する人などい

ないと思うんですけど、なかなか進まない。

ここで、塩川町長が熱意を持って積極的に、

まず維新の会の首長たちに働きかけて、つ

まりその政治力をフルに使ってこの消防の

一元化も進めていただきたいと思いますが、

決意のほどをお聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員のおっしゃられるとおりでございま

す。まずは今までは会話ができなかったと

いいますか、それぞれ線が引かれてる、ま

たは堀があったというように感じますけれ

ども、今現在それぞれの首長さん等を含め

てお話をすると、その溝は非常に少なくな

ってお互いに理解ができてきたということ

でございますので、この内容について一点

一点、意見交換をしながら調整をし、そし

て最後の目標は住民サービスが向上すると

いうところでございますので、そこはしっ

かりとやらせていただきたいというように

思います。ありがとうございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  次に移ります。 

  箕面市は監視カメラを1,９００台以上設

置しているそうです。そしてその市民の安

全・安心を図っているということです。去

る６月に吹田市千里山の交番で警察官殺傷

事件が起こりましたけれど、監視カメラの

おかげ、これは箕面市の監視カメラですね。

これにひっかかって、ずっと、監視カメラ、

警察がずっと調べていって、明け方の山中、

箕面市山中で逮捕されたということがあり

ました。また、豊能町は、その監視カメラ

ちょっと少ないですよね。それも自治会に

任されてるんですよね。これも進めるとい

うか、数をふやしていくことを考えてみた

らどうかと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  住民の安心・安全のためにはいろいろな
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方策があると思います。今、議員が御指摘

をいただいた防犯カメラ、これは本当に少

ないということで、今現在、教育委員会と

も含めて、学校の通学路、そういうところ

に設置ができるかどうかも含めて、いろい

ろと検討させていただいてます。ただ、豊

能町の場合非常に距離が広いというところ

で、人口が集まったところでの対策と、も

う一つは人口が少ないところの対策ってい

うのは、目的というかやり方も違ってきま

すので、これからしっかりと勉強しながら

検討させていただきます。ただ、住民の安

心・安全のためには防犯カメラ、それから

それ以外の安全策も必要だと思いますので、

検討してまいります。よろしくお願いしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それから、豊能町も現在採用しておりま

す、登下校ミマモルメっていうシステム、

これを採用してるわけですけど、箕面市で

はあわせて、これも採用してるんだけども、

平成２６年度から、ＩｏＴを利用した子ど

も見守り、そしてその高齢者見守りサービ

ス、ｏｔｔａっていうんですかね。ｏｔｔ

ａって書いてオッタと読みますが、これを

展開していると。１００％の国庫補助で行

ったということであります。その８月に北

摂地区の、維新の議員たちが、そのｏｔｔ

ａに関する勉強会を開きました。そこで、

北摂地域これが連携して取り組めば、サー

ビスエリアを拡大させることができると同

時にその効果も高まるではないかという認

識で一致いたしました。その結果、我々も

それを議会で取り上げていただくような感

じで行動していこうということでございま

す。行政でも、国庫補助金が１００％出る

というのであればね試算してみない手はな

いと思うわけです。予算が余りかからない

ようであれば豊能町も取り組んでみたら、

広域に北摂地域は全部それが入ってると、

いろいろなことに使えるということであり

ます。どうでしょう、塩川町長、こういう、

お金との兼ね合いがあるので、密にしなく

ても隣へ抜けていくと箕面市それから池田

市、ここらも維新の首長ですので、ぜひや

りましょうと呼びかければ安くできるかも

しれない。どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  小寺議員の御質問にお答えします。 

  御提案ありがとうございます。現在、本

町での小学校での子どもの見守りは、登下

校の地域の方々や保護者などによる見守り

のほかに、先ほど議員おっしゃいました、

民間事業者によります登下校時の子ども見

守りサービス、登下校ミマモルメが提供さ

れていますので、現状ではこのサービスを

活用していただきたいと思っております。 

  また、ｏｔｔａにつきましては、先ほど

町長からも安全面の対策について、人口が

少ないところの対策ということと、多いと

この違うというのがありましたけども、ｏ

ｔｔａにつきましては、住民の方に、その

ｏｔｔａのアプリをインストールしてもら

って、登下校のときに子どもが出ておいて

もらわんと、そのスマホを通して安全位置

情報を確認するということですので、少し、

本町には余り有効ではないかなということ

を考えております。 

  また、費用的な面ですけども、費用が１

００％国の国庫補助が見込めるとしまして

も、あとｏｔｔａについては学校なんかに

も端末置いたり教育委員会にも置いたりす

るということになります。その辺また学校
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のほうも働き方改革ということで留守番電

話の導入とか図っておりますので、その辺

についてもどうかなということがありまし

て、現在、教育委員会としてはｏｔｔａに

ついての導入までは検討しておらないとい

うところでございます。 

  子どもの居場所を知りたい保護者につい

ては、民間の有料サービス、大体８００円

ぐらいでありますので、その辺を利用して

いただいたらどうかなというふうには考え

ておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、スマホでもできるっていうことなの

で、設置する端末もあります。それを通学

路のおうちのところに、やってあげようい

うところに置いていくとかね。そういうこ

とで全部置かなくっても要所要所に置けば、

そんなに高くつくもんではないと私は考え

てますので、もうちょっと検討していただ

きたいなと思います。 

  次に、２０４５年、これＡＩ、人工知能、

アーティフィシャル・インテリジェンス、

人工知能が人間の脳の能力を超えるシンギ

ュラリティということが起こると。日本語

で言えば技術的特異点と呼ばれる。また、

２０２０年代、今考えられてんのは２０２

５年ごろになるだろうと言われてますが、

プレシンギュラリティ、前社会的特異点、

社会的特異点と呼ばれてるのかな、がこれ

起こる可能性があると予想されています。

このプレシンギュラリティが起こることに

よって、社会構造が劇的に変わるというふ

うに言われているわけです。ＡＩやＩｏＴ、

ロボット化、ビッグデータの発達はめざま

しく、現在まさに第４次産業革命が起こっ

ているということが言われています。役場

の組織改革も、そうなると役場もその組織

改革も必要に迫られることになります。激

変するその未来の社会構造に対応できるよ

うに、人材育成を含めて積極的に取り組ん

でいく必要があると思われます。未来の役

場や市役所等のあり方を考えている自治体

もあると、このように聞いております。豊

能町にもこれからは情報処理分野に明るい

職員、任期付職員でもいいわけですけれど、

積極的に登用し、採用し、将来のまちづく

りを考えていくべきときになったのではな

いでしょうか。いかがでしょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃるとおり、ＡＩとかＩｏ

Ｔの発展はめざましいというようなことで、

これから役場の仕事が変わってくるという

ことは確実だと思っております。本町にお

きましても、議員の御提案もあってクラウ

ドを進めたり、さまざまな工夫はしておる

ところでございます。町の電算等のシステ

ムにつきましては、今のところ職員が１名

で担当している状況でございまして、その

現在の担当者は、いわば町職員の中ではシ

ステムに詳しいほうというような者でござ

いまして、そういう職員を充てております

が、これまでの担当者もなるべくそういっ

た職員を選んで配属をしてきたというとこ

ろでございました。ただ、詳しいといいま

してもプロではございませんので限界があ

るというのが現実でございます。ところが

町の職員はハードの整備とかいうことをす

るんではなくて、電算の使い方を考えまし

たり、何をどのように電算化をするかとい

うことを考えましたり、日ごろの仕事に電

算の技術を取り入れること、これを普及さ

せるということをする、ソフトの面が中心

というのが職員の仕事ということでござい
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ますので、今のところプロである必要はな

いというふうには思っておりますし、一方

で町の関係部署全体で、担当は１人でござ

いますけども、電算にかかわるもの全体で

取り組むという体制をとっておりまして、

電算の研修などもやっておりますが、スキ

ルアップも図っているようなところござい

ます。電算に特化して職員を、以前から議

員から御提案いただいておりますけども、

そういうプロの職員を配属するようなこと

は、現在の業務量を考えましてもちょっと

困難かなというふうに思っておりまして、

今後とも一時的に業務量が多くなる場合と

か、特に専門的な仕事をしなければならな

い場合、こういう場合はこれまでどおり業

務委託で対応していきたいというふうに考

えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  おもしろい話があるんですけど、ちょう

ど１年前にトヨタが、ウーバーっていう会

社に５５０億円を投資したわけです。とこ

ろがそれをさかのぼること１０カ月前にソ

フトバンクが１兆円投資したんですよ、そ

のウーバーに。それでそれを、要するに将

来のところを見据えたソフトバンクの孫正

義さんとトヨタは、戦ってたらもうお金が

何ぼあっても足りないわけです。もうその

翌月、去年の１０月にソフトバンクとトヨ

タが提携したということがありました。ト

ヨタさんは何を考えてるかというと、もう

ガソリンを燃やして走らせるような車はヨ

ーロッパには輸出できないし、つくること

もできないわけですよね。２０２０年。そ

して、例えば日本でも、もう若い人が車買

わないと。特に都会に集まっていってるん

だけど、都会はもう車、必要ないから余計

買わないんですよ。そしたらもう車は売れ

ないと。トヨタはもう基幹産業がぶっつぶ

れるということなので、所有するより利用

を考えようと。そしたら要するにレンタカ

ーっていうよりもシェアする。そのときに

スマホでぱぱぱと呼べば、自動走行車がぱ

っと目の前にとまると。それにぱっと乗っ

て、東京駅言うたら東京駅行きました。さ

よならって言ったら勝手に走行車がばっと

次のお客さんとこへ飛んでいくと、そうい

うような時代を迎えるだろうと思って、ウ

ーバーと提携してるわけですよね。だから

もう、今までと違う社会構造になるという

こと念頭に置いてやらないといけないし、

例えば医療、介護、福祉、この問題にも２

０２５年問題っていうのが待ち構えてるわ

けですよね。今、それで計画を策定してる

と思うんですけども、２０４０年問題もあ

るんですよね。これがちょうど、先ほどの

プレシンギュラリティ、２０２５年と、そ

のシンギュラリティの２０４５年、ここが

ぴったりと合うわけです。そういうことは、

これでもって社会を支えていく構造になる

可能性が非常に高いので、問題の解決、こ

れに、もうこれをＡＩとかＩｏＴ、ロボッ

ト、ビッグデータを除外して考えることは

できないと思うんです。 

  町長は技術者出身ですから、どう感じま

す。世の中、これからの将来、どうなると

思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私も技術者ですけれども、コンピュータ

分野という専門がありますので、非常に詳

しくはありませんけれども、それぞれのテ

クニカルな部分でいくと共通部分があって、

そこからの発想がいろいろと転換できると

いう形で、どちらかというと少しは強いほ
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うであるというように認識してます。あと

は全ての機器がつながるということで、ビ

ッグデータと。それらが大きく利用ができ

るというのは、これからの社会でも絶対必

要になってきますけど、特に、ウエアラブ

ルということで、身につけるもの自身が大

きく変わってくるっていうのは、もう当た

り前のようになってきますので、それが行

政の中に入っていく、我々が持っている、

それから市民が持ってる、そういう方々と

つながり合うというのはすぐにできてくる

というように思います。したがってそれら

をどう利用するかというのは、やはり役場

の中に入ってるとそこの枠しか超えないの

で、私はやっぱり民間企業自身が次の企画

をつくったり、次のシステムを提案する、

その能力をやっぱり買いたいということで、

民間の方々への勉強会といいますか、どう

いうことを考えられてるのかを敏感に察し

ないといけないのと、それからもう一つは、

やっぱり官学協働という形で、今後のおけ

る社会がどうなるかというのをこの本町に

合わせたものをやっぱり御提案をいただく

ような、官学連携というのが必要であると

思いますので、そういう点について取り組

んでいきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、町長おっしゃったように、学をうま

いこと使えばお金がそんなかからないと思

いますので、小さな種を豊能町にまいても

らいたいと、そう思います。 

  次にいきます。 

  契約解除された施設一体型小中一貫校の

基本設計に係る支払金額、契約解除したと

いうことで出来高払いをなさったというこ

とですね。並びにその受託業者が基本設計

時に施設一体型小中学校の事業費をどれく

らい見積もったのかということについて質

問いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  お答えいたします。 

  先ほど議員の言われました契約は、豊能

町保幼小中一貫教育施設基本計画策定基本

設計業務ということでございます。基本計

画と設計合わせまして、予算は3,３４８万

円でございました。契約解除しましたとき

の額が４０１万7,６００円、６月２０日付

で支払っております。これにつきましては、

こちらの都合で解除したわけですけども、

違約金、損害賠償金等は発生しておらない

というところでございます。 

  それで小中一貫校の、その出ていた額は

幾らかということでございますけども、こ

れは全く精査されていない概概算の額でご

ざいますけども、約８５億4,０００万円と

いうことでございましたが、この中には小

学校、中学校、図書館、こども園、保健セ

ンターそれと仮設校舎等含んでおりますの

で、純粋に小中一貫校が幾らかという数字

はなかなか、はぶいていくと出てこないと

いうことになるかと思います。全くこの数

字は概概算ということで、御了承のほうよ

ろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  同じく道の駅の基本構想ですかね。基本

設計に係る支払金額並びに受託業者がその

基本設計を途中までやってると思うんです

けど、幾ら払って、その事業にどれくらい

かかると見積もっていたのかということを

お聞きしたいと思います。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  道の駅の基本設計、実施設計と委託業務

の出来高ということで、変更契約を行いま

した。金額につきましては1,９６７万1,１

２０円となっておりまして、現在、支払い

はまだ行っておりません。 

  また、その道の駅の概算工事費ですが、

土木造園工事で約３億3,０００万円。建築

工事費等で約４億1,０００万円。合計７億4,

０００万円と算出をされております。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  まだ支払ってないということは、支払わ

ないといけないんやから、事故繰越をした

と、そういうふうに解釈したらいいんです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  この基本設計と実施設計の工期なんです

けども、８月３１日までということであり

まして、検査をしたのが８月の２９日とい

うことになっておりますので、まだ業者の

ほうからその請求が出ていないということ

から、支払いがまだできてないということ

でございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  次に移ります。 

  豊能町の小学校６年生、中学３年生、全

国学力テストが４月の中ごろ、中旬ぐらい

に多分行われてると思うんですけども、今

まで、テスト結果を聞いていると、大阪で

一番、一番っていうか高いっていう成績だ

とずっと聞かされてきたんですけども、我

が町豊能の誇りだと、僕ら視察行ったら必

ず言ってましたからね。それが最近そうで

もないとかいう話になってると思うんです

けど、どのような推移を、その成績がたど

っていってるのか、ちょっと教えていただ

けますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  おはようございます。 

  小中学校の学力テストの結果はどのよう

な推移をたどってるか。過去には府内で一

番というような時期もあったのは事実でご

ざいます。そういうお尋ねでございますが、

平成１９年度より、これは文部科学省にお

きまして、全国学力学習状況調査が小学６

年生、中学３年生を対象に、４月の第３火

曜日を中心として、悉皆調査として実施さ

れ、採点分析結果は８月初旬に教育委員会、

学校に返却をされております。実施教科は

小学６年が国語、算数。中学３年が国語、

数学、英語。そして３年に１度、理科が加

えられて実施をされております。返却され

た結果につきましては指導の工夫改善にど

うしていくか、教育委員会と各学校で詳細

について分析・検討をし、１１月初旬に町

のホームページ上で掲載しお知らせをいた

しておるところございます。 

  ここ数年の豊能町の結果につきましては、

小中学校ともおおむね全国平均を上回って

いるものの、全国平均に近づいてきている、

そのような状況でございます。中でも小学
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校の国語につきましては、２９年度、３１

年度と、ここ３年間のうち２度、全国平均

を少し下回る、そのような結果になってお

り、平成２９年度に学力向上プラン、豊能

町のほうでつくりまして、国語の活用力、

とりわけ文章で表現することを課題として

捉え、全小中学校で国語の授業力の向上、

そして言葉の力を育成することを中心に、

事業改善の取り組みを進めております。た

だ、国語力の向上といいますのは、本を読

む習慣を身につける、新聞を読む、また社

説をまとめるなど、時間をかけ取り組んで

いく必要があるというふうに考えておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  推移はまた後で教えてもらいましょう。 

  本町では、前町長が、教育力日本一を目

指そうということで取り上げられたわけで

すよ。私も教育力高めるというのは賛成の

立場でありますので、異存はないわけ。と

ころがその教育力っていうのは教える先生

方の力を上げましょうっていうことやから、

一体どこでそれを測定して検証するように

考えていたのか、それをお聞きしたいと思

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  教育力日本一の成果はどこで測定、認識

すればよいかという御質問でございますけ

れども、これは教育のＰＤＣＡのサイクル

をどのように回していくかは、プラン、ド

ゥ、チェック、そしてアクションを進めて

いく必要がある、そのように捉えておりま

す。教育大綱に示されております教育力日

本一を目指すには、５点の基本方針が示さ

れておりますけれども、具体的な目標を掲

げ、その目標に向けて行っていたことに対

しまして評価をし、効果を図って改善して

いく必要があると捉えております。そして

また、学校、家庭、地域の教育力の向上に

ついてでございますけれども、これまで示

しております、郷土を愛し、未来を切り開

く豊かな心とたくましい身体を育むといっ

たことに具体的な目標を掲げ、学校では、

家庭では、地域ではどのようなことを行っ

ていくか目標を立てて、実行したことにつ

いて、例えば現在ございます学校教育自己

診断等で評価をしてまいりたいと考えてお

ります。学校では子どもたちの学力、そし

て豊かな心、体力等について、これについ

てもやはり、ここのところは一番重要だと

捉えておりますけれども、これについても

きちっとした目標そして評価を進めていく

必要がある。また家庭では、家庭での学習

状況、それから家庭での生活状況、地域で

は学校・家庭との連携ですとか、子どもた

ちへの支援などについて具体的な目標を立

てて、これは評価そして改善をしていく必

要ある。その目標をみんなで確認して取り

組んでいきたいというように考えておりま

す。 

  なお、目標を立てる際にも、校長会です

とか小中一貫教育推進会議や学校協議会、

ＰＴＡ連絡協議会などで話し合って確認を

していただく必要があると捉えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  特に測定とかその認識・検証はしていな

いと、そういうことですよね。 

  隣の箕面市では、全国で初めてかな、先

駆けて、小学校１年生から中学校３年生ま

で９学年、９年を通して毎年テストして、

それと全国学力テストも当然そこへ入れて、
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成績を入れて、学力調査を行っていると。

ステップアップ学習かな。そういうことを

やってると。そのデータ分析は、共同開発

者である東京書籍がそのシステムをつくっ

て、教員一人一人が自分が受け持った生徒

を全部見れると。それもさかのぼっても見

れる。何年間にわたって、極端に言えば９

年間全部見れると、そういうようなシステ

ムを採用してると。時系列データも分析で

きるようになってると。つまり教員からし

てみれば、これが自分の学力、教育力があ

ったかないかということが見れるというこ

とですやん。一人一人を見れるんやから、

そら誤差もいろいろあるでしょうけども、

９年間見てたら大体わかると思うんですよ

ね。教育力日本一を目指す豊能町にも、そ

ういう測定とか全くしてなかったんだった

ら、こういうのを採用してやれば、うって

つけのシステム、ぴったり当てはまるわけ

ですよ。教育力日本一を測定するのにね。

こういうシステムを採用してみるっていう

検討したことがありますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  箕面市で実施をされておりますステップ

アップ調査、学力、体力、生活状況調査と

いうものでございますが、豊能町で検討し

たことがあるかというお尋ねでございます

けれども、現在この導入につきまして、今、

検討を、事務局のほうでしておるところで

ございます。 

  それからこのステップアップ調査でござ

いますけれども、これは業者と２年間研究

をし、子どもたちの学力だけじゃなしに、

体力そして生活状況、この三つを大事にし

て、そしてまたその相関関係につきまして

もきちっと出していこうというようなこと

で始めたものでございます。また、これは

全国のどこの市町村でも使えるようにとい

うことで、業者のほうにお願いして、これ

はインターネットですか、そこから取り出

しもできるようなものにいたしました。 

  これはもう少し詳しく申し上げますと、

平成２４年度から９年間をつなぐ教育、小

中一貫教育を導入して、これは不登校児

童・生徒が半減したんです。それから先生

方の意識が変わってきたということがわか

った。また、学力も向上してきたんですけ

れども、それを客観的に示すデータがなか

ったということで、こういうようなものを

取り入れていく必要があるだろうというよ

うなことで、学力部会、体力部会、生活部

会、教育課程部会という四つの部会を立ち

上げてそこで検討し、またその実施の方法

につきましては校長会・教頭会でどうして

いくか。実施基本方針というものもきちっ

とつくり上げて実施をしたものでございま

す。ただ、もうそういうことができてます

ので、今すぐにでもどこの町でも使えるよ

うになっているというものでございます。 

  議員が御指摘のように、これは小学１年

生から９年生までの子どもたちの１年間、

これをどこに課題あってどうやはり次の学

年が頑張らないかんか。子どもたちにとっ

ての物差し、一つの目標にもなりますし、

御指摘あったように、先生方が１年間指導

した、それを振り返る。この１年間の自分

の指導はどうだったかという指導の物差し

になりますし、行政、教育委員会のほうで

も学校をどういう支援していくか、そうい

うような物差しになるものというように思

っておりますので、豊能町でもこの検討に

つきまして、現在検討しております。また、

この導入につきましては、議員の皆様方の

御理解・御支援をいただきたいというよう

に思っております。よろしくお願いいたし



 3－24 

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ちょっとこれは飛ばします。 

  ことし１０月から、３歳児からの保育料

が無償化される予定になっております。国

がこの１０月から３月までは、１００％臨

時交付金という形で全員に渡してくれます。

来年度以降はどうなるのかというと、それ

を交付税に算入しますと、そういうことを

言ってると。その資料を見ましたら国が２

分の１を負担してくれる。これ、保護者が

払っている保育料の話ですよ。そこの部分

をただにするわけやから。そこの保育士、

保護者さんが払ってくれている保育料の額

の２分の１を国が見ると。それから大阪府

が４分の１を見てくれる。そして市町村が

４分の１を見てほしいと、そういう負担割

合になっているわけです。ところが、今の

は私立の場合の話、私立の話ですけど、公

立、公営の保育所や幼稚園は１０分の１０

が市町村の負担になっていると。そういう

資料を持っているわけですけど、このまま

いけば、新たな財源が豊能町に生じるとい

うことにならないのかどうか、お聞きした

いと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  先ほど、今のお答えの前に、先ほど私、

６月２０日で、支払った日と言うたかもわ

かりませんけど、契約解除の日でございま

す。お金のほうは３０年度契約ですので、

３０年度の予算として執行を先にしとると

いうことでございます。 

  今の御質問ですけども、新たな財政負担

を生じるか生じないかということでござい

ますけども、結論としまして、生じるもの

ではございません。来年度以降、公立の場

合は全て交付税算定措置となりますので、

そのようなことで新たな財政負担は生じな

いということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ただし、交付税の中に入ってるっていう

言い分ですけど、それを確認するすべは実

際にはない。確認はできないけども入れて

ますと、国はそう言ってるということです

よね。そう解釈したらいいんですね。 

  これでゼロ歳児から２歳児、これは来年

度の話、１０月１日からもそうか。ゼロ歳

児から２歳児いうたら保育所ってことにな

るかな。これはその住民税が非課税の者だ

けが対象になってると。それでいいんです

よね。それは無償化しますと。その他は対

象外になっているということは、保護者は

支払わないといけないと、こういうことで

いいんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  ゼロ歳から２歳児につきましては、住民

税非課税世帯以外の方は保育料が必要であ

るということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それちゃんと周知しないと、ただやと思

ってる人も結構いてはるかもわからない。 

  本町も、守口市が既に実施しているよう

な、ゼロ歳児からもうずっと５歳児までか

な。全て保護者の所得制限なし、保育料無

償化してるんですよね。それを８月６日に
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常任委員会で視察してまいりました。それ

には８億円ほど、たしか財源をひねり出し

たということでありました。それでもやっ

ぱり新しいニーズが見受けられたというよ

うなお話もされてました。お金、こんなん

６万円も払うんやったら、私、育てるわと

いう人たちが、ただだったら預けて働きに

いこうかという人が出てきたと。それと当

然のことながら、市外から入ってきたとい

うこともおっしゃってました。そうすると、

合計特殊出生率0.８の改善っていうのは、

この手を考えていくべきではないかという

のが僕らの主張なんですけど、いかがです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  守口市の常任委員会視察には私も同行さ

せていただきました。委員長ありがとうご

ざいました。 

  人口増を考えるために、ゼロから２歳児

の保育料を無償にするということですけど

も、大きく２点問題点があるかと考えてお

ります。一つ目は財政的な問題点でござい

ます。簡略に言いますと、このゼロから２

歳児を無償化すると、約1,６００万円の財

源が必要になります。この分は交付税措置

はありませんので、町負担で負担すること

になります。２点目に、保育所の受け入れ

体制の問題としまして、ゼロから２歳児の

保育料無償にした場合は、若干保育所入所

希望数がふえることが考えられます。ふえ

た場合、ふたば園はまだ受け入れに余裕が

ありますが、吉川保育所の定員に余裕がな

く、また入所定数枠をふやすには保育士の

確保の問題と部屋の必要面積の問題もあり、

受け入れが難しいという問題もございます。

したがいまして現在のところゼロ歳児から

２歳児の保育料は現状のままで進めたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ちょっと残りましたけど、もう時間がな

いようですので、終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で小寺正人議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩といたします。再開は

１１時２０分といたします。 

（午前１１時０８分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ７番・井川佳子でございます。皆様、こ

んにちは。よろしくお願いいたします。 

  先日、塩川町長それから池上副町長、森

田教育長、それから内田総務部長が我が町

希望ヶ丘にお越しいただきました町政懇談

会がありました。そこでは町長みずからパ

ワーポイントをもちいましてスクリーンに

資料等映し出されまして、我が町の課題そ

れからどう克服していくかっていうような

ことを、町長みずからしっかりお話しいた

だきまして、希望ヶ丘の住民としてもよく

わかったかなと、よい機会だったなと思っ

ております。 

  そこの中で一つうれしかったことがあり

まして、それは年々減少していたと思った

希望ヶ丘なんですけど、一応、去年なんで

すが2,８４８人、人数としては2,８０２人

になって、マイナス４６であったが、世帯

数としては1,１９４から1,２１２、要する

に１８世帯ふえたんだよと、町長からの御

指摘ありまして、少しではあるんですけれ
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どもふえたんだという喜びがあったわけで

あります。 

  先日来、不動産業者からのチラシがあり

まして、何と我々、同じような家・土地を4,

０００万円ぐらいで購入しました。6,５０

０万円や１億円で買った人もいるんですけ

ど、それが今、６８０万円で売り出されて

おりまして、我々にとったらうれしいのか

悲しいのかよくわからない現実ですが、で

も若い人がこの豊能町に住みにきてくれる

っていうところは、考えると、とてもよい

条件であるかなとは思うんです。 

  さて、その教育、町に住んでいただける

ことで何がよいかっていうと、私は、教育

力を豊能町の売りにしてっていただきたい

と思っております。今までも連綿と続いて

きていてました、豊能学として今、出そう

とされておりますが、でも私の子ども、３

２歳や２８歳になった子どもたちも、その

ときから田植えのこと、あるいは切畑加工

部のお母さんたちのかあちゃん漬けの話と、

いろいろな地域の皆様が頑張ってるってい

うことを、子どもたちの教科書あるいは子

どもたちの話から通じまして、我々保護者

も勉強させていただき、豊能町のことにつ

いて、我々が越してきた豊能町っていうの

はこういうんだなというふうに理解したと

ころでありますので、その連綿と続いてき

た教育力を、さらなる高めるためにどうし

ていくかっていうのが我々の問題ではある

んですけれども、その観点に従って質問さ

せていただきます。 

  子どもたちによりよい教育環境を整えた

いのは、今も昔ももちろん変わらないこと

でございます。小学校、中学校教育の環境

づくりにとって、教育委員会でどのような

話をしたのか。以前、６月議会にも質問さ

せていただいたんですけれども、やはり新

教育長を迎えるに当たって考えるってこと

も多かったので、新教育長をお迎えしたこ

の時期に質問させていただきます。よろし

くお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  失礼いたします。 

  井川議員さんの、子どもたちの教育力、

教育環境をどう整えていくかという御質問

でございますけれども、これまで御答弁さ

せていただいておりますように、豊能町の

教育大綱、また教育委員会の教育基本方針、

そういう考え方、理念や方針を大事にしな

がら、また、平成２８年度から保幼小中一

貫教育推進会議で議論し取り組んできまし

た内容を基盤に、次年度から豊能町保幼小

中一貫教育のグランドデザイン、これをつ

くりまして、これをもとに、また再編のこ

とも念頭に、全庁で取り組みを進めていき

たいというふうに考えております。もちろ

ん教育委員にも相談をしまして、いろんな

意見も出してもらっているところでござい

ます。その内容につきましては、豊能の風

に掲載をし、これからも保護者、地域の皆

さんにお伝えをしていきたいというふうに

思っております。 

  ハード面の整備つきましては、教育委員

が小中一貫が、１小１中がふさわしいと結

論づけました検討計画、それから全員協議

会でこの間、説明させていただきました基

本計画素案、それから西地区の再編場所、

東地区の小中一貫教育のあり方について、

先進的な小中一貫校を進めておられる校舎

や交流スペースのとり方など、これらを参

考にこれまで意見交換をしてきたところで

ございます。再編を前提に改修や修繕をし

てこなかった今の学校施設の状況から見ま

して、できるだけ早く再編を進める必要が
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あるというように捉えておるところでござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  昨日から伺ってましたら、ＰＴＡの方、

学校の方々も一緒に先進地を見にいかれて

るというお話も伺っております。いつまで

に結果を出すのかっていうことなんですけ

れども、いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今の学校施設の状況から見まして、先ほ

ど申しましたようにできるだけ早く再編す

る必要があり、来年度予算の策定に間に合

わすことを考えますと、遅くても１１月中

旬、１１月中、年内には結論を出す必要が

あるのではないかと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ２年半、話し合ってきて、そしてまた新

町長が就任されて方針も少し変わったとい

うことで、また時期もずれるのかなと思っ

てたんですけど、１１月中旬までには検討

されるということで、では１２月議会で明

確なお答えがいただけるのかなと思うんで

すけれども、進めていっていただきたいと

思います。 

  でも、今申しましたとおり２年半、７０

回かけて話し合ってきた教育委員会の答え

と、それから新町長の公約とが違うところ

があるということで、この結果のそごはど

のように埋めていくおつもりなんでしょう

か。１１月までに結果を出すにはそれが大

きなネックになってくると思います。いか

がですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  済みません。先ほど答弁させていただき

ました１１月中、遅くても１２月、年内に

は結論を出していきたいと思っております。 

  今、御質問いただきました。これはこれ

まで時間をかけ、２年半余りです。それで

町内の４小２中を１小１中、一貫校にまと

め、施設一体型の小中一貫校を整備すると。

設置場所は現吉川中学校敷地及び周辺とす

るという教育委員会として結論を出しまし

たので、塩川町長が所信表明で示されまし

た、東西に小中一貫校を設けるという考え

には、最初、教育委員会、教育委員のほう

は驚かれたというように思います。しかし、

これまで検討する途中には、東地区、西地

区に再編をしようという案をまとめようと

した時期もありまして、東地区に学校残す

場合、そのときにもどういう課題があるか

ということを、時間をかけて論議をしてま

いってきた経緯がございます。そういうよ

うな課題等について、再度現在話し合って

おるところでございます。一つは、やはり

クラスがえができないので、子どもたちの

人間関係が固定化する、固着化するという

ような内容でございます。もう一つは、規

模が小さくなれば学校運営に支障が出るん

ではないか、この二つがその当時から課題

として取り上げられ、議論されてまいりま

したので、このことについて、どうあるべ

きか、どう対応するべきかということです

けれども、検討を進める中で何とかこれは

対応ができるというような段階になってお

るところでございます。町長にも教育委員

会議終わりました後、一緒に、教育委員の

ほうから疑問点は質問する、意見交換をす

る、などのことを行う中で理解は進みつつ
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あるというように捉えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  お隣の箕面市、森田教育長もかかわって

らっしゃったと思うんですけども、小中一

貫校っていうのがございます。また、２０

１１年４月１日、箕面市では彩都の丘学園

というところを開設されておりまして、そ

ちらも皆さんは視察したというお話を昨日

聞いたところであります。ここは２０１１

年４月１日には合計７１人だったけど、

年々、２００人、３００人、５００人、８

００人とふえまして、今現在、２０１９年

８月では、何と1,２３８人と。マンション

がどんどん建ってる彩都でありますので人

数もたくさんいる。でも小中一貫校を進め

てらっしゃるという。公立で小中一貫校で、

しかもこの豊能の風に書かれているように、

６・３制にこだわらず、このように、認定

こども園のときから、それから小学部、中

学部、それから中学２年生、３年生は後期

２年というふうに、９年生を分けて、そし

て考えていくというその教育っていうのは、

もう別に公立でやるのもそんなに新しくな

いという感じはあります。もちろん成功し

てらっしゃるので視察に行かれたと思うん

です。なので、ぜひ進めていただきたいな

と私、思うのですけれども、もちろん東地

区にも学校残してっていう意見もあります。

でも今、おっしゃった課題の中にもありま

したように、やはり人間力っていいますか、

それは多くの子どもたち、あるいは先生、

あるいは関係の方々とおつき合いすること

によって、人間力を高める関係力っていう

のが教育の中にもあったと思うんですけど、

それを高めるには、やはり同じメンバーで

ずっと赤ちゃんのときから中学までという

のは厳しいもんがあると思うんですよね。

要するにクラスがえできる適正規模の学校

望む保護者もいると実際伺っているので、

そういう対処はどのように考えていらっし

ゃいますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  学校視察、８月２６日に彩都の丘学園の

ほうに行かせていただきました。今もう1,

２００人を超える大規模な学校になってる。

そこでいろいろを見学したり話をした内容

につきましては、また豊能の風のほうでお

知らせをさせていただきますけれども、や

はり一番、私が感じましたのは、どんどん

大きくなる中で、向こうも４・３・２とい

うような形をとっておりますけれども、そ

の子どもたちの人数ですとか状況ですとか、

それをその都度見直しをかけて、今の子ど

もの状況に応じた教育を進めていこうと。

そこを柔軟に対応していってると。そこは

すごいなと。ここは学ばなくてはならない

というように感じたところでございます。 

  東地区の学校をどうするかということで、

このことにつきましてはもういろいろな御

意見をお持ちであるいうのは、夏祭りにも

東地区のほうに行かせていただきまして、

いろいろな方から御意見をお伺いをいたし

ました。そしてどうしてかということでご

ざいますけれども、この後、保護者の方、

それから未就学の方の保護者の方、そうい

う方の、これから学校に行かれる、そうい

うような皆さんの御意見もお伺いをしなく

てはならないというように思っております。

ただ、一定の事務局としての考えをお示し

をした中で御意見を伺わないと、例えば東

に残すからどんなふうに思われてますかと

いうことではなしに、東の学校、東の地区

ではこういう教育を進めていきます、こう
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いう学校をつくっていきたい考えてます。

まだこれは案の段階だというふうに思うん

ですけれども、一定そういうことを御説明

する中で御意見を伺わないかんなというよ

うに思っております。そういうことができ

る段階になりましたら、できる段階になり

ましたらというよりも、もうそんな時間が

ない中ですけれども、そういうようなこと

もお伺いをして、考えてまいりたいという

ように思っております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  全校生徒、小学校から中学まで２０人で

も、でもすばらしい教育をしているという

学校も全国ではもちろんあるのは存じてお

ります。でも、豊能町はそんなに東と西っ

て離れてないです。私が以前から提案して

ます、小中一貫教育は、建屋が１個でなく

ても併設型でもできると。だから、西地区

に小中一貫校を一つつくって、東地区の子

どもが歩いて行ける場所に、例えば東能勢

小学校の校舎そのまま利用して、前期４年

その学校に通い、中期３年、後期２年は西

地区バス通学するというのはいかがかと、

前に聞いたことがありまして、このことに

ついて教育委員会でお話ししていただいた

んでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今、御提案の、９年間の中の小学１年か

ら４年、４・３・２の４の部分を、例えば

東地区ではこちらに残して、そして中期・

後期は西地区の一体型の学校にというよう

な御提案だというように思います。いろい

ろなパターンをこれまで教育委員会、教育

委員の間でも論議をし、検討してまいりま

した。今、御提案のありました部分につき

ましては、小中一貫教育、９年間をつなぐ

教育、これを進める中では大変厳しいプラ

ンだと、御提案だというふうには思ってお

ります。といいますのは、やはり小学校、

こちらの４年生までの子どもたちと、一体

型の一貫校の子どもたち、一貫教育いうの

はいろいろな交流を進めることを大事にし

てますので、そこのところが距離がありま

すし、これを計画的に年間の中で入れてい

くとしましたら、どうにも時間がかかりま

すし、なかなかその辺のことが一番の課題

になるんではないかなというふうに思いま

すので、これは一つのプランということで

受けとめさせていただいておりますけれど

も、そういう課題があるということを御認

識いただけたらというように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  今、課題についてはお伺いしたんですけ

れども、一応試算されてるのかなと思うの

で聞きたいです。以前、中学生のみバス通

学をする費用として、年間約1,５００万円

って回答を得てたと思うんですけど、例え

ば、課題はあるとおっしゃいましたが、中

期３年と後期２年のみバス通学すると幾ら

かかるのか、試算されてますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  中期３年、後期２年で、令和５年で約１

４０人程度になると思います。試算を、具

体的な試算といいますか、これまでの試算

を活用すれば、運行費は約2,０００万円に

なる予定です。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  今、検討中ではあると思うんですけど、

例えば東地区のその年代の子どもたちを全

て小中一貫校に通うという前提で、そのバ

ス運行の試算は幾らかかりますか。 

（発言する者あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  通告、出てますね。手元に資料ないんで

すね。 

  暫時休憩します。 

（午前１１時３９分 休憩） 

（午前１１時４４分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  済みません。非常に申しわけございませ

ん。ちょっと通告書を見落としていまして、

申しわけございません。金額につきまして

はちょっと後ほど報告させてきます。済み

ません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  では、次にいきます。 

  吉川中学校の建屋、そのままで小中一貫

教育の場として使えるのかということなん

ですけれども、施設の機能としてはどうな

んですか。耐用年数は耐えるのかというこ

とを聞きたいと思います。例えば、以前ち

ょっとだけ聞いたことがあるんですけど、

吉川中学校の建屋で使えるのは、もう雨漏

りとかしてるし、下のタイルも剥がれてる

しっていうのは見たことがあります。骨組

みだけなら使えるってことも聞いたことが

あるんですけど、いかがなんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  お尋ねの吉川中学校の建屋につきまして、

その小中一貫教育の場として使えるかどう

かという御質問でございますが、最初に整

備した１号棟と体育館は建設してから４４

年が経過をいたし、壁面それから鉄筋の劣

化も進んでいることなどから、現在の建屋

をそのまま改修して使うことは、国の指導

もあり大変厳しい状態です。また、国が進

める長寿命化改修を活用につきましては、

新築よりは使用期間が短いというような課

題がございますが、今後の教育環境への影

響や財政面等も含めて、現在検討をいたし

ておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  今ある吉川中学校を活用するとしても、

小学校課程の必要な施設はどこに建てるの

かとかいう問題もありますし、また、将来

のために、今、建てかえる必要があるので

はないかと思うわけです。遠い将来のため

に、豊能町に小中一貫校、遠い将来です。

というのは、町長がこの間、希望ヶ丘にお

越しになってお示しいただいた図ですね。

我々も知ってるところであるんですけれど

も、何と我々が８０歳になるころ、２１年

後には豊能町はこのままだと１万人ですよ

と。そうなってくると本当に東西に１個ず

つ必要かっていうことになってきます。そ

のときのために受け入れる建家っていうの

を今まだ体力のあるうちにつくっておくべ

きではないかって考えるんですけど、いか

がでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 



 3－31 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  先ほども御答弁させていただきましたよ

うに、吉川中学校の現在の校舎につきまし

ては、やはり老朽化が進んでいるというよ

うなところでございます。それで、どのよ

うに学校を建てていくかということにつき

ましては、いろいろな条件が考えなくては

なりません。今おっしゃいました、御指摘

いただきましたように、例えば小学校の校

舎どうするんだというようなことでござい

ますけれども、今の建屋は中学校として建

ててる建物ですので、いろいろな課題があ

るというのは教育委員会としても認識をい

たしております。例えば交流のスペースで

すとか、それから主に交流のスペース、例

えば小中一貫校ですと広い廊下がとれると

か、あるいは交流のスペースとして多目的

ホールを入れるとかいうようなことですと

か、小学校の運動場、中学校の運動場どう

するかとか、いろいろな条件を考えていか

なくてはならないということがございます

ので、敷地の広さ、どこをどう活用してい

くのか、そしてまた駐車場をどうするかと

いうようなこともございます。そういうよ

うなこともありますので、まだもう少しこ

のことにつきましては議論が必要であり、

財政的なことも考えていただかなくてはな

らないというように思いますので、これは

もうしばらくお時間いただきたいというふ

うに思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  町長から答弁ございませんか。 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  考え方ですけれども、私は所信表明も同

じように、財政面というところで、将来の

子どもさんへ教育環境を整えていくという

のは、もう絶対に必要なこと。ただし、同

時に、将来のお子様方に対して多大な負担

を強いるというわけにもいきませんので、

やり方としていろいろな検討ができます。

小中一貫として必要な学校というのは、中

身というのは、交流スペースでありますと

か、それから給食でありますとか、それか

ら両方の運動場であるとか、そういう必要

なものっていうのは当然同じことでござい

ますけれども、あとはそこにお金をどれだ

けかけていくか。それから最終的なものを

つくり上げるにも対して、期間、いわゆる

手順をやることによって仮設校舎がなくな

るとか、いろいろな考え方がありますので、

ここは本当にやり方と期間と含めてしっか

りと議論をさせていただいて、決めさせて

いただきたいというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  中学校に小学校を入れるとなると何が問

題かって、教育委員側の方に聞いたことが

ありまして、何かっていうと、階段の段差

から違うんですよってことも聞きまして、

階段の段差改修するってどうすんのみたい

な。それだったら今のうちに、一つだけは

新しく建てといたらどうかなと思ってしま

う私なんです。今は回答を待ってくれてい

うことなので、もうそのことを一生懸命考

えていただきたいと思うんですね。でも、

町財政を考えるに当たって、所得税は減っ

ていきます。私どもの主人も定年になって

いきますし。大体そのような年齢がみんな

そうなんです。町財政が減っていく中、ど

うしても交付金に頼らないといけないし、

今は基金を減らす一方、基金を少しずつ取

り崩しながら家計をやりくりしてるような

状態ですよ。ふるさと納税があるかってい
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うと年々減少傾向もあるし、それで賄うか

というのもとんでもない話なので、また、

そういうことも考えて、急激な人口増も余

り見込めない。もちろん頑張っていかなき

ゃいけないけど、でもそんなに、彩都ほど、

年々１００人、児童がふえるというのは、

今、考えがたいですね、マンションとか建

てない限り。なのでやっぱり東西に本当に

１個ずつ新しいの建てるかっていうと、そ

れもちょっと違うかなっていう気がするの

で、未来のことを考えていただきたいと思

います。彩都の丘学園のを見てたらいいで

すよね。小中学生が一緒に給食を食べる、

広くて明るいランチルームがあるよとか、

とても魅力的だなと思ったのは、図書館の

隣に各自で使用できる調べ学習室があると。

先生から聞く、また皆で学ぶだけではなく

て、学習意欲をかき立てて、その子が自分

で勉強するスペースっていうのが、今なか

なかないんですよね。家に帰っちゃうとや

っぱりゲームやテレビがあるし、そうじゃ

なくって、学校から家帰る間に調べるスペ

ースがあるっていうのはとてもすてきなの

で、これからもし建てるんであれば、その

ようなスペースも考えていただきたいなと

思います。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今、御意見いただきましたように、小中

一貫教育を進めるに当たりましては、いろ

いろな空間、スペース、交流のスペースが

必要だというように考えております。です

から、子どもたちの教育環境を整えるとい

うのが教育委員会の大きな役割でございま

すので、子どもたちにとってどうだという

ことをしっかり頭に置きながら、ハードの

部分につきましても、これはお金を出して

いただくというんですかね。もちろんこれ

は町一体となって進めるものでございます

けれども、もう実際には最終的には町長に

判断いただくわけですけども、教育委員会

としての考えにつきましてはしっかりその

あたりのことをお伝えをしてまいりたいと

いうふうに思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  １１月末までにお答えをいただけるとい

うことなので、今度の議会には楽しみにし

ております。 

  では、次にいかせていただきます。 

  幼児無償化改正法が成立したことに関す

ることについてであります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  済みません、その前に、先ほど、答弁で

きますか、八木教育次長。先ほどの質問に

対して、まだ答弁が残っておりますので、

この時間をかりて八木教育次長のほうから

答弁をお願いいたします。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  済みません。先ほどは申しわけございま

せんでした。 

  全ての子どもを向こうに運んだ場合です

けども、計算できますと、先ほど言いまし

たのが、中型バス２台、マイクロバス３台

でございましたが、中型バスが３台にふえ

るということの増だけで約2,２００万円か

ら2,３００万円というふうになるという試

算が出ております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  結果を見たいと思います。子どもたちの

教育環境について一生懸命考えていただけ
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るものと思っております。 

  では、次、幼保無償化改正法が成立した

ことに関することについてお尋ねいたしま

す。 

  少し古い話になってしまって、前回も載

せさせていただいてました。１０月から

着々と進んでおります。幼児教育・保育が

無償化するための改正子ども・子育て支援

法が５月１０日に参議院本会議で賛成多数

で可決され成立しました。無償化の対象は

全ての３歳から５歳児と住民税非課税世帯

のゼロ歳から２歳児で、全国はいきますと

約３００万人、認可保育所やこども園など

の利用が全額無償となるということなんで

す。無償化で新たに必要となる財源なんで

すけど、年間7,７５０億円で、消費税率１

０％への引き上げによる増収分を充てると

いうことでした。負担割合は、国は４割、

地方が６割、２０１９年度に限って全額を

国費で賄うというふうに、その当時の朝日

新聞夕刊には載っておりまして、全協等で

も聞いたことではあるんですけど、町では

何人がその対象になって、影響額は幾らな

んでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  幼児教育無償化についてですけども、町

での合計、影響でいいますか、無償化にな

ります合計人数は、全て合わせまして２３

０人でございます。 

  あと、影響額ですが、令和元年度１０月

以降なんですけども、保育料が公立と私立

合わせまして約1,８００万円と見込んでお

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  この通告書、もう随分前に出しておりま

して、そのときにはちょっと説明もいただ

けなかったので、次の質問がありまして、

２０２５年以降、国が見てくれへんかった

らどうするのっていう質問だったんですけ

れども、交付金として算定されるというこ

とは、きのうの質問それから全協でも説明

いただいているところでございます。 

  子ども医療費助成事業というのが、町で

取り組んでいらっしゃいます。予算ベース、

決算も数字は出てるんですけど、まだ認定

されていないので使わないということで、

予算ベースで一応2,７２１万円と。うち町

負担が1,５３７万円、この助成制度を見直

し、町負担があるということなんですね。

要するにこの財源を充てたらどうかってい

うふうに聞きたかったんですけれども、国

の交付金があるから保育料無料化も町から

出ていくわけじゃないからっていうふうに

考えてしまえばそうなのかもしれないんで

すけど、いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  保育料無償化につきましては、令和元年

度につきましては、公立については臨時交

付金で全て賄われると。令和２年度以降に

つきましては、公立は交付税算定措置、ま

た私立分の町４分の１につきましても交付

税算定措置があるということでございます。

このように、保育料無償化につきましては

交付税算定措置されまして財源的な確保さ

れております。ということでして、子ども

医療費助成費の財源は必要ないというふう

になると考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 
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○７番（井川佳子君） 

  導入した当時は、結構豊能町が先進切っ

てたみたいな感じはあったんですけど、や

はり予測してたとおり、近隣の市町村でも

みんな取り組んでいらっしゃいまして、１

８歳までっていうのは割と少ないです。中

学校卒業ていうのが結構多いんですけれど

も、豊能町では１８歳までということにな

っております。所得制限はかかってるって

ことなんですけれどね。無償化もして、そ

してその医療の助成もして、子どもたちを

一生懸命育てようという姿勢っていうのか

な、それはすばらしいものではあるんです

けど、なかなか財源も少ないところどうか

なっていうふうに考えたんですけど、保育

料の無償化っていうのは国が面倒を見てく

れるということなので、それはそうなのか

なと思って考えました。 

  先日、小寺委員長も先ほどおっしゃって

ましたけど、８月６日、常任委員会で守口

市に視察に伺いました。国策の前に、ゼロ

歳から５歳児を、未就学児皆さん、幼児教

育、そして保育料の無償化を所得制限なし

に取り組んでこられた自治体であります。

その施策に取り組むときにどんなことがあ

ったかっていうと、やっぱりお子さんを預

ける、そして私は働きにいくという保護者

の方々が多くなったという。潜在的なニー

ズっていうのが掘り起こされて、女性活躍

に役立ったであろうということを聞いてま

いりました。このたび国の施策によって掘

り起こされるである我が町のニーズの受け

入れ態勢っていうのは、果たして整ってい

るんでしょうか。どのように対処されるお

つもりでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  国の施策によります３歳児から５歳児の

受け入れ体制でございますけども、ちなみ

に町内の３歳児から５歳児はほぼ公立及び

民間の保育所、幼稚園、認定こども園に通

われています。もし皆さんが保育所、幼稚

園に入りたいと来られた場合ですけども、

吉川保育所では弾力化による可能人数は１

３０名でございます。ゼロ歳児から２歳児

の弾力化の定数人数は５１人であって、残

り７９名が３歳から５歳児の受け入れ可能

人数となります。８月１日現在で吉川保育

所の３歳から５歳児の入所人数は５３名で

あり、計算上はあと３歳児から５歳児、２

６名入所可能ということになります。同じ

くふたば園の保育所部でも同じような計算

しますと、あと６０名が３歳から５歳児の

受け入れ可能ということで、弾力化といい

ますか、無償化によりまして３歳児から５

歳児、保育所に入れないということはない

かなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  我が町豊能町では、保育所に落ちたとい

う言葉はないということでございます。 

  これはとっても、ほかの市町村に売りで

あります。すばらしい教育の内容もしてる

となると、もっと売りになります。 

  以前、テレビでも見たことあるんですけ

れども、保育所の認可がおりなくて、それ

で豊能町に越してきたという保護者もいる

というのを聞きました。もうちょっとアピ

ールしていきましょうよ。この豊能町、ち

ょっと親が通勤時間を少し延ばせば、子ど

もさんを預けられて働きにいけるという、

この利点を生かしていただきたい、それを

もっとＰＲしていただきたいなと思います。

いかがですか。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員御指摘のとおりで、ＰＲ不足だとい

うように思います。先ほどもありましたよ

うに、豊能町の魅力をどこにするのかって

いうのが一番課題で、人口増をねらわない

といけませんので、子育て層をどれだけ入

ってきていただけるか。そこにターゲット

を絞ると、確かにゼロ歳児から２歳の保育

料無料もそうですし、それから子育て層で

いくと医療費の助成も。さまざまなものを、

カンフル剤はありませんので組み合わせて、

変わっていただく方の魅力づけにどうなる

かというのが一番ポイントでございますの

で、まだ予算配分も含めて、今、検討中で

ございますので、すぐには答えは出せませ

んけれども、何が一番得策であるかという

のを決めた段階では、しっかりとＰＲをし

ますし、単なるホームページだけとか、そ

れ以外にもたくさんのＰＲ活動もしていか

ないといけませんので、その決意はござい

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  まだまだ保育所に受け入れがあるよなん

て、余り、この近隣では珍しいことではな

いでしょうか。ぜひＰＲして呼び込んでい

ただきたい。家も安く買えますので、来て

いただきたいなと思います。 

  そこで、行かせていただいた守口市なん

ですけれども、多くが私立の施設でありま

した。ですが、３地区に１園ずつ公立の施

設を置いてらっしゃいます。なぜかって聞

くと、セーフティネットですと。なので３

地区に一つずつ公立を置きましたと話を伺

いました。町としても幼児教育・保育にし

っかり取り組む姿勢が必要と感じるんです

けれども、例えば私立、採算が合わなけれ

ば撤退するおそれもあるので、安易に民営

化をするべきではないと私は考えます。い

かがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  守口市への視察につきましては、私も、

先ほど言いましたように同行させていただ

きました。視察に行く前に、守口市の保育

所・幼稚園のことを調べさせていただいた

んですけども、もともと合計１６の保育所

と幼稚園があったということですが、平成

３０年４月には公立は三つの認定こども園

に集約されたと。現在はほかに私立の認定

こども園・保育園・幼稚園が２７あり、ほ

かに小規模保育所事業等も３２あるという

ことでございました。 

  視察では、先ほど議員おっしゃいました

ように、守口市は大きく３地区に分けるこ

とができると。それで公立としてのセーフ

ティネットとして、３地区に公立の施設を

残すと伺っております。また、別の理由と

しましては、地域の子育て施設の拠点とな

ることと、私立では配慮の必要な子どもの

受け入れが難しいということも説明があっ

たと思います。しかし一方では、公立を３

園にしたことにより運営費が４分の１にな

ったという財政的効果も伺っております。

また、平成２０年の、町が出しました、町

の保育・教育施設のあり方についての提言

では、先ほど議員おっしゃいました、民営

化はもし会社がつぶれると出ていく可能性

があるというふうなこともありまして、民

営化より公立のほうがふさわしいという提

言も出ております。 

  今後につきましては、西地区の保育所・
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幼稚園の再編について検討していかなけれ

ばならないんですけども、町の財政状況、

経営の安定、子育て施策の充実など、さま

ざまな面から分析して、行政改革プラン２

０１９に記載しましたように、平成３年度

には方向性を決定してきたというふうに考

えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  済みません。２０１９、令和３年ですね、

方向づけを決定していくのは。 

（発言する者あり） 

○７番（井川佳子君） 

  そうですね。済みません。 

  これから考えていくということなんです

けれども、西地区では人数が多いから民営

化はありって思ってらっしゃるのかもしれ

ませんけど、そこを安易に考えないで、し

っかり子どもたちの教育環境を守るために

も考えていただきたいと思います。 

  また一方、保育士及び幼稚園教諭の構成、

年齢構成なんですけれども、平均年齢が高

くて、やはり若い人が少ないように思いま

す。これから幼児教育・保育を考えるとき

に、技術の継承を図るべきであります。新

任採用は必要不可欠と考えますがどう取り

組んでいかれるおつもりでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  人事の担当からお答えをいたします。 

  保育所と幼稚園教諭の採用につきまして

は、平成３０年度に試験を実施しまして、

ことしの４月１日に３名を採用したという

ところございます。 

  来年以降の採用につきましてでございま

すけども、先ほど教育次長からもありまし

たとおり、本町では吉川保育所とひかり幼

稚園の統合の計画がございますことから、

それまでの定年退職者の数を考えまして、

来年４月１日、令和２年４月１日付では任

期付の職員を採用する予定でございます。

仮に令和２年度に任期付職員を２名で採用

いたしますと、令和５年度までは採用しな

くても職員数は足りるという計算をしてお

りまして、ただ、見込みよりもクラスの増

があったときとか、定年退職以外の退職者

があったときなどは採用することはあると

いうような考えでおります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  若い教諭ってすごく頑張るんですけど、

やはり経験者に教えていただくというのか、

私も幼稚園教諭５年してましたけど、もう

１年、２年って、本当に頑張るんですけど

空回りするようなこともありまして、やっ

ぱり経験者から教えてもらう、経験を積ん

でいくっていうことは大切なことでありま

して、すぐにきょうあすに積めるものでは

ないので、計画的に採用していっていただ

きたいなと思います。 

  では次に移ります。 

  公共施設の再配置についてでございます。 

  学校再編と再配置が豊能町の鍵でありま

す。豊能町庁舎、例えば東能勢中学校跡地

を利用するってことも考えてもいいかなと、

前町長もそのようなことをちらっとお話し

してたような気がします。そしてこないだ

行った守口市の庁舎も新築したわけではな

くて、元三洋電機の社屋を利用したという

ことなんですね。もとから建てなくっても、

あるもの利用でっていうのは町長の指針に

あるのかなと思うんですけれども、余った

教室はまたベンチャー企業の事務所として
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も賃貸したりっていうのがいけるんじゃな

いかなと思うんですけど、いかがでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  施設の再配置につきましては、学校の再

編を抜きにしては語れないというようなこ

とがございますので、こないだもお答えし

ましたが、学校の再編の進みぐあいを見な

がら、公共施設の再配置についても考えて

いきたいというように思っておりまして、

今は個々の施設についてお答えできるとい

う段階ではございません。議員の御提案は

一つの御提案としてお聞きをしておきまし

て、また検討の材料にしたいと思っており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  企業誘致するには土地が必要です。私が

ずっとここに立って言い続けてたら、内田

総務部長からいつもそのような答えをいた

だいてたと思うんです。確かに豊能町とい

うのは森林が多くて、緑豊というのはいい

んですけれども、平たい土地がないという

ので、学校の運動場というのが利用できま

す。学校の再編を考えると、平たい土地が

学校の数だけあるということなんですね。

近隣に迷惑かけない企業というのを、その

運動場に呼んでこれるんではないかと。例

えばシーツのクリーニング施設を建てたい

という企業があるんです。そのような企業

に町としてＰＲしていくということは大事

なことかと思います。豊能町っていうのは、

私が平成２年越してきたころよりもどんど

ん、環境は明るくなってきてます。トンネ

ルはできました、箕面トンネル。それから

新名神も開通しました。だから以前いたよ

りもずっと便利になってきている。だから

企業もそのような流通の、交通至便なとこ

ろに、しかも都会ほど土地が高くないとこ

ろに考えているんですよ。そういうのをや

っぱりＰＲしていくってことは、とても大

事なことだと思うんです。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  運動場と校舎を切り離してというような

お考えというようなことでございますけど

も、我々は、そういうことも考えられるか

もわかりませんけども、運動場だけを切り

取ってそういう企業誘致をするということ

もあり得るのかどうかも含めまして、今、

まだ全然、公共施設の再編の話、始まって

おりませんので、そのことも御提案の一つ

としてお聞きをしておきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で井川佳子議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時といたします。 

（午後０時１４分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  寺脇直子です。議長より御指名をいただ

きましたので、これより一般質問をします。 

  まず定住促進について質問します。 

  豊能町の総人口は減少し続けており、現

在では２万人を切り、約１万9,０００人の

人口となり、年々減少している現状です。

約１万9,０００人の人口のうち、約8,７０
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０人が６５歳以上の高齢者です。豊能町は

総人口の大部分の約半数が６５歳以上の高

齢者となっている人口構造です。また、平

成３０年は約５０人ほどが生まれて、約２

３０人ほどが亡くなっているので、今後、

総人口の減少はますます進んでいくと思わ

れます。５年後、１０年後、この総人口の

減少が町にどのような影響を与えるのか分

析していく必要がありますが、若い人が豊

能町に移住し、社会動態をふやしていけば、

持続的なまちづくりができると考えます。

その中で豊能町は、今後、５年、１０年後

の人口構造、そして総人口の自然減につい

て、計画的に定住促進を進めていく必要が

ありますが、どのように今後取り組んでい

くのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員の御指摘のとおりでございます。社

会的な減少と自然的な減少、これ二つとも

が豊能町人口減少の要因でございます。お

っしゃったとおり、生まれる数よりもお亡

くなりになる数のほうが多いので自然的に

も減っていきますし、お若い方々が転出な

さるということで社会的にも減っていくと。

その社会的に減っていく部分を減らせば、

お若い方々がお住まいになって出産してい

ただけるというようなことで、自然減もと

められるんではないかというようなことを

我々は考えているところでございます。そ

こで、この子育て世代を増加させるために、

まち・ひと・しごと創生総合戦略におきま

しては、住みたくなる子育て環境をつくる

ことを目標に掲げております。その施策と

して上げておりますのが３本の柱でござい

まして、豊能町ならではの教育の付加価値

の創造、それから豊能での子育てをかなえ

るためのサポートの充実、次に、子育てを

しながら働きやすい環境の整備、この３本

の柱を掲げておりまして、これらの施策を

切れ目なく継続的に進めていくことが必要

であるというふうに考えております。これ

らのことにつきましては、今後１０年間を

見据えてつくります総合まちづくり計画に

盛り込みまして、取り組みをさらに進めて

いきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今、部長が総合まちづくり計画の中で引

き続き取り組みを進めていきたいとのこと

なんですけれども、今後の豊能町のまちづ

くりを進めるに当たりまして、私は定住促

進というのは非常に重要になってくると思

うんですけれども、先ほど子育て世代の定

住も含めて、さまざまに検討していくとい

うことなんですが、今後、定住交流部とい

う、定住することに対して専門的に取り組

む部署を新設してはどうかと思います。今

後、５年、１０年後の豊能町の定住促進や、

空き家対策を専門的に取り組む部署を新設

してはいかがでしょうか。豊能町の定住希

望者なんですけれども、豊能町に限らず、

定住希望者は、家も仕事も探していて、そ

して子どもたちの学校や福祉的なことも知

りたいはずです。それぞれ各部署ごとに、

部署でそれぞれ相談に応じて回していくと

いうことではなく、この定住交流部という

専門部署で相談にそれぞれ応じて、行政だ

けでなくオール豊能で定住促進に取り組ん

でいき、今後、定住促進に対して定住促進

条例なども制定して、町民事業所、そして

行政はもちろん、オール豊能で定住促進に

取り組むことが非常に重要ではないかと考

えております。 
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  ここで豊能町の地理的な条件がキーポイ

ントになると思います。豊能町は大阪府の

北部、北大阪地域に属しており、大阪都心

部よりおよそ３０キロの距離に位置してい

ます。東地域は茨木市、西地域は川西市、

南は箕面市、北は能勢町及び京都府の亀岡

市に隣接しております。東地域につきまし

ては盆地状に広がる農地と、その間に集落

や、開発により形成された市街地、南地域

は小規模な盆地と集落、西地域は吉川集落

と農地、大規模開発による市街地によって

構成されています。また、豊能町の持ち家

率は９６％と、非常に高い状況になってお

ります。また、豊能町は近隣の市町村と比

べますと、農村環境と都市環境が共存する

地域になっています。東地域と西地域の境

目は、他市を経由する側面を有しており、

今後、５年、１０年かけてこの定住促進に

取り組む際に一つのキーポイントとなるの

が市街化調整区域だと思います。ほかの自

治体も定住促進に取り組むために、市街化

調整区域を外す取り組みを進めていますが、

豊能町は空き家の流動化や定住促進につい

て、今後、具体的にどのように取り組んで

いくのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  オール豊能で定住促進に取り組むという

御意見はごもっともで、私も同感でござい

ます。 

  お尋ねの空き家の件でございますけども、

空き家の問題につきましても定住促進の課

題というふうに考えておりまして、現在に

おきましては住まいの相談窓口でございま

すとか、移住住みかえ支援機構の活用、そ

れからトライアルステイと呼んでおります

けども、お試し居住、これらのことを通じ

まして空き家の流通を図っているところで

ございます。 

  本町には空き家が約４００軒ほどござい

ます。昨年、この４００軒の空き家の持ち

主に、空き家の活用の意向調査を行いまし

たところ、残念ながら回答者の９割以上の

方が、空き家の賃貸でございますとか売買

等の活用は考えていないというようなお答

えでございました。その一部の空き家の利

活用を図りたいという考えている方を対象

にヒアリングも行いましたけども、そのヒ

アリングにおきましても、ほとんどの人が、

空き家に荷物があるので直ちには活用でき

ないというようなお返事でございました。

つまり、町内に空き家たくさんございます

けども、そのほとんどはすぐには活用がで

きないというような状況であるというよう

なことでございます。 

  我々といたしましては、この現状を踏ま

えまして、再度、時間をかけまして丁寧に

空き家の持ち主の方々に御説明をし、掘り

起こしを進めていくということが必要であ

ろうというふうに思っているところござい

ます。その方法といたしましては、遠方の

方におきましてはＤＭ、お便りを差し上げ

ることでございますとか、近郊の方には直

接我々が出向きまして、ヒアリングなどを

するということで、その空き家の掘り起こ

しを進めていきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今、４００軒の空き家のうちの９割が活

用について考えてないということで、もう

既に聞き取り調査はしていただいていると

いうことなんですけれども、例えば、京都

府の綾部市は、５年ほどかけて市街化調整

区域をなくし、都市計画の線引きを廃止し
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ています。そしてその定住促進に向けて、

全ての自治会に協力を依頼し、空き家の調

査も行っています。先ほど、豊能町の空き

家が４００軒ほどあり、そのうち空き家、

賃貸等活用について考えてないということ

なんですけれども、空き家の調査っていう

のは徹底的に、マーケットに出ない空き家

については徹底的に調べてみる必要がある

と思いますが、空き家をすぐに売ったり貸

したりしてもいいという、その中に何件あ

るかわかりませんけれども、空き家が埋ま

らない理由として、それが空き家について

全く需要がないからではなく、実はその空

き家の供給側にも問題があることが多々あ

ると思います。例えば空き家になっている

状況として、親の形見や、まだ仏壇がその

ままにしてあるとか、お盆と暮れだけは帰

ってくる、また子どもたちが自立したら戻

ってくる、定年になったら帰ってこようか

迷っているなど、さまざまな理由があると

思われます。今後、空き家の流動化を促進

させるために、町として空き家提供者報奨

金制度を設けたり、町が空き家を１０年間

無償で借り受けて、定住希望者に賃貸する

制度などもつくってもいいかと思います。

また、その定住希望者は子育て世代であっ

たり、定年後の第二の人生派と二通りある

と思います。特に子育て世代の経済面を支

援するために、定住希望者が、定住者が空

き家の購入、改修経費を町が支援するなど、

このような取り組みを進めていくことで、

豊能町に移住する人が数年もすればふえる

可能性も考えられると思います。 

  また、豊能町にも集落がありますけれど

も、限界集落になれば、まず人がいなくな

って人口の空洞化が進みます。次に、土地

が荒れて今度は地域がだんだん空洞化して

いくんですけれども、この地域や集落が空

洞化していく一歩手前のところで、何かし

ら工夫をして、何とか踏みとどまらないと

いけませんが、今後の豊能町のまちづくり

におきましても、定住促進と近隣都市との

交流、そして地域産業の開発・育成、地域

の暮らしの向上という四つの柱が非常にポ

イントになると思います。行政としては定

住促進に対する支援も含めて、今後さまざ

まな施策を進めていくことがこれから豊能

町の活性化においても非常に重要になって

くると思います。豊能町の地理的な特色で

ある、山や水、あるいは土地、地域や集落

で定住促進施策を、今後、実験的に取り組

んで、小さな成功体験でいいと思いますの

で、成功体験を積み重ねていって、定住促

進に向けた取り組みを今後ますます強化し

ていくことで、小さな経済が動き始めると、

小さな雇用につながっていくと思います。

地域に暮らす人とともに地域の問題を解決

していくことが、今後、非常に重要だと思

いますので、ぜひ、今後定住促進と空き家

対策も含めて、マーケットに出てない空き

家の調査もまた掘り起こしていただいて、

計画的に、積極的に取り組んでいただきた

いと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  補助制度についての質問はいいですか。

答弁は。補助制度という内容ありましたけ

ども、それについての答弁は要りませんか。 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  これまでも、定住者向け、特に若い方向

けに住宅の購入費用でございますとか、例

えば二世帯住宅に改修する費用でございま

すとか、改修の費用など、助成をしてきた

ことは何回もあるわけでございますけども、

それをすれば定住促進につながるというこ

とを我々も信じてやってきたわけですけど

も、必ずしもそれが成功にはつながらなか
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ったというようなことでは、何かやり方に

工夫が要るんだろうなとは思っていますけ

ども、今、そういう直接的な金銭の助成と

いうことについて名案はないというような

状況でございます。 

  あと市街化調整区域のことをおっしゃっ

てたんですけども、これは線引きがなくな

った市があるというようなことでございま

すけど、ちょっと私、詳しくないのでお答

えできませんけども、市街化調整区域を外

すということは開発計画があれば可能とい

うようなことでございます。これは例えば

でいいますと希望ヶ丘なんかが１番よい例

でございまして、大きな開発計画が確かな

ものがあれば、市街化調整区域であっても

開発ができて、市街化区域になるという、

これはもうルールとして定められておりま

すので、本町におきましても、市街化調整

区域であっても確かな開発計画があればそ

ういうことは可能であると。また、それま

で至らなくても本町としては弾力的な運用

としてて、地区計画の活用でございますと

か、国道の沿道サービス、そういう活用と

か、そんなことでなるべく開発を誘導する

ということに努めておりますけども、なか

なかこれが成功に至ってないと、奏功して

いないというようなことでございますので、

さらなるＰＲが必要かなというようなこと

は感じているところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今後、積極的に定住促進について、計画

的にぜひ進めていただきたいと思います。 

  それでは次の質問に移ります。 

  ２０２５年、大阪万博に向けて、高山右

近の歴史と豊能町のＰＲについて質問しま

す。 

  豊能町には高山右近というキリシタン大

名の生誕地が高山にあります。高山右近は

戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍し

た武将で、代表的なキリシタン大名として

知られています。この右近は豊能町で生ま

れて、１０歳でキリスト教の洗礼を受けて

います。 

（発言する者あり） 

○４番（寺脇直子君） 

  失礼しました。１２歳です、とのことで

す。 

  戦国時代に織田信長や豊臣秀吉といった

天下人にも仕えており、黒田官兵衛など有

名な武将などにもキリスト教の入信に導き

ました。高山右近は武人としての才にも長

けており、明智光秀との合戦では豊臣秀吉

の先鋒として活躍し、前田利家のもとでも

働きました。また、金沢城の設計にかかわ

った名築城家と言われるほか、文化人とし

ての教養も高く、茶の世界では千利休の弟

子の一人に数えられています。またその後、

徳川家康によるキリスト教の禁教令など、

周囲からのキリスト教弾圧に高山右近が屈

することはなく、大名の地位を捨ててまで

も貫いた信仰は人々に感動を与えています。

そして、禁教令が発令されて、高山右近は

国外追放となり、長崎からマニラへ旅立ち、

無事に到着したものの、間もなく病によっ

て最後を迎えました。 

  大阪では２０２５年に大阪万博が開催さ

れます。今から６年後の開催に向けて、豊

能町には高山右近のバチカン市国ローマ法

王庁までつながる歴史があり、２０２５年

の大阪万博に向けて、キリシタン大名高山

右近の生誕地として、観光資源や豊能町の

地域活性化、そして戦国時代の北摂の歴史

を通して日本のすばらしさを、地域や国内

のみならず、世界へ発信することができる

豊能町の高山右近の歴史に注目し、２０２

５年の大阪万博に向けて、大阪北摂の観光
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資源として発信していくのは、豊能町をＰ

Ｒする一つのチャンスになると思います。

戦国時代の大阪北摂の歴史を通して、この

バチカン市国ローマ法王庁までつながる高

山右近というキリシタン大名の歴史に注目

し、２０２５年大阪万博に向けて、地域や

国内のみならず世界へ発信できるように、

さまざまな準備を進めていくことが、ひい

ては豊能町の地域活性化につながると考え

ますが、現在どのようにお考えか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  高山右近を継承し、町の観光資源として

生かしていこうということで、右近没後４

００年を機に、住民、各種団体、行政が一

体となって取り組んできたところです。地

方創生交付金を受けて、既に生誕地碑の周

辺や、高山城趾の整備を支援し、また、右

近フェスタや花山行列の実施、支援も行っ

てきたというところです。さらには右近の

列世に向けた動きなども連携しており、国

内では、奈良県の宇陀市やカトリック教会、

大阪大司教区、枢機卿と、国外ではマニラ

の高山右近顕彰財団やサントトーマス大学、

マニラ市立大学などとも連携をとり合い、

世界に向けた右近の名の発信に、今現在、

努めているところでございます。 

  今後も、高山右近にかかわる各種団体、

自治体とも連携し、引き続き右近や豊能町

のＰＲをすることで町の活性化につなげて

いきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今、これまでの右近の取り組みであった

り、部長、今おっしゃったように、各種団

体や自治体とも連携していくということな

んですけれども、高山右近のゆかりの地と

して、豊能町の近隣では高槻市、そのほか

明石市、金沢市、先ほども出てきたように、

海外ではフィリピンのマニラ市など、高山

右近のゆかりの地が全国的にもたくさんあ

ります。特に近隣の高槻市につきましては、

１５７３年、高山右近が２１歳で高槻城主

となり、以降、１２年間、高槻城主として

活躍しています。石川県金沢市は、１５８

８年、前田利家の保護を受けて加賀金沢へ

移りました。先ほどのフィリピンのマニラ

につきましては、１６１３年の徳川幕府の

キリシタン禁教令によって、右近が最後、

死去した場所なんですけれども、このよう

に大阪の北摂の歴史というのは非常におも

しろいなと思うんですけれども、この北摂

の豊能町の高山で生まれた高山右近は、戦

国時代にもさまざまな場所で活躍していま

す。２０２５年の大阪万博に向けて、豊能

町は高山右近の生誕の地として、何か特色

のある観光資源も含めて準備をしていった

らいいのではないかと思うんですけれども、

このような高山右近の、全国的にも海外に

もゆかりのある、高槻市や金沢市などとも

高山右近の歴史を共有し、観光資源として

連携・協力して進めていくといいのではな

いかと思います。大阪の北摂は戦国時代に

活躍した有名な武将のゆかりの地でもあり

ますし、再び大阪万博のときに、万博に向

けて再び大阪北摂の歴史を見直して、内外

から多くの人々が豊能町に訪れる地となる

ように、今後、準備を進めていくことが大

切なことだと考えております。例えばその

近隣の亀岡市は、来年から始まる明智光秀

の大河ドラマの「麒麟がくる」を誘致して

いるとのことなんですけれども、今後の豊

能町のＰＲ、高山右近のＰＲについてどの
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ように取り組んでいくのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  高山右近の、私どもの生誕地であるとい

うことの意味っていうこと、それから、内

外からその高山右近を尊敬をするお言葉、

それから活動というのを非常にやられてる

というのを私も真摯に受けとめておりまし

て、何らかの形で活用するという形は絶対

必要。特にそのときのターゲットっていう

のは万博であるというのは、もう同じでご

ざいまして、この日本の中で、私どもより

も高槻のほうが、金沢のほうが、お城があ

ったということも含めて残ってるので、そ

ういうところの活動が活発であるというの

はよく認識してます。 

  万博のときには、やはり一番期待ができ

るのはインバウンドということで、海外か

らのお客様が来られる。フィリピンからの

方々もたくさんお越しになる。それを核に

して、高山右近の歴史であるとか、そうい

うものを海外の方にも知らせるということ

によって、豊能町の魅力をつくっていく、

これは絶対必要だと思います。これはぜひ

やっていきたいと思ってます。ただ、高山

右近だけではなくて、万博という切り口で

いくとそれ以外の形もありますので、まず

高山右近に関しては高槻と連携をとりなが

ら、今、進めて、今後どういう協力し合っ

てできるかどうかを検討してまいりますの

で、前向きに検討してまいります。よろし

くお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今、町長から、大阪万博がキーポイント

になって、当然海外のお客様も来られます

し、高槻市と連携してやっていくっていう

の、私、非常にすばらしいことだと思いま

すので、６年後に向けて、ぜひできる限り

の連携・協力しながら、町おこしも含めて

取り組んでほしいと思います。 

  特にその豊能町の場合は戦国時代の高山

右近と、亀岡市、大河ドラマで明智光秀な

ど、来年から始まりますけれども、この北

摂の歴史に出てくる、織田信長であったり

豊臣秀吉や徳川家康や前田利家などとの、

そういう有名な天下一と言われる武将との

かかわりにもスポットを当てて、豊能町、

高槻市、隠れキリシタンであると茨木市な

どとも連携して、高山右近を通した大阪北

摂の活性化、町おこしをしたら、本当に非

常におもしろいと思います。 

  また、私も本当に６年後の大阪万博が非

常にキーポイントになると思うんですけれ

ども、こういう高山右近や志野などに関す

る資料や、特に世界中に、キリスト教の信

者の方やキリスト教関係者の方も世界中に

いらっしゃいますので、観光客が観光でき

るような資料館であったり、高山右近を象

徴する教会と音楽ホールの併設など、クラ

ウドファンディングによって寄附を集めて、

観光資源や地域活性化として取り組むこと

で、豊能町が世界の人々や日本など、内外

から注目されて、ひいてはそれが豊能町の

地域活性化、定住促進などにつながると考

えます。 

  大阪万博を一つのチャンスとして、豊能

町を捉えて、高山右近の生誕の地である豊

能町をＰＲできるように、引き続いて頑張

って取り組んでほしいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ここで、答弁を求められておりますので

これを許可いたします。 

  上畑建設環境部長。 
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○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  今現在、豊能地域での広域観光について

取り組みを進めておりまして、その中でも、

右近も含めて連携を一層進めていきたいと

いうふうに考えています。先ほど、奈良県

の宇陀市ともお話しさせていただきました

けども、現在、右近サミットの開催につい

ても、今、議論をしておりまして、また各、

高槻にかかわりもせず関係する自治体とも

連携して進めていきたいというふうに考え

ています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  大阪万博に向けて、関係する自治体とも

今後、連携・協力しながら町おこし、地域

活性化に向けて取り組みを進めてほしいと

思います。よろしくお願いします。 

  それでは、通告とは前後しますが、次の

質問に移ります。 

  ＡＩを防災に役立てることについて質問

します。 

  日本は災害大国です。特に地震について

は世界でも有数の頻発地帯で、大地震がひ

とたび発生すると、土砂災害、家屋の倒壊

や火災などで多くの命が失われるリスクが

あります。さらに近年の災害においては、

河川の増水により川に流されるなど、亡く

なる人も少なくありません。このような災

害時に少しでも多くの人の命を救うために

重要になるのが、高精度の災害予測と、迅

速かつ効率的な情報伝達になると思います。

それらを達成するために、現在、防災に人

工知能ＡＩを取り入れる取り組みに注目が

集まっています。 

  川崎市が全国に先駆けて２０１７年から

津波の予測や災害対策にＡＩを導入する取

り組みを行っています。ＡＩが川崎市の沿

岸部の地域特性を考慮した精度の高い災害

予測を実施しているんですけれども、豊能

町では、今は難しいと思うんですが、この

ＡＩを防災に役立てるということについて

どのようにお考えか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  川崎市の件は、今、議員がおっしゃった

とおりでございます。また、別の報道によ

りますと、国が地震とか大雨の災害の発生

時にＬＩＮＥを使いまして、避難情報提供

するためにＡＩの防災協議会を立ち上げま

して、２０２１年、再来年ですが、再来年

にもその防災情報提供サービスの開始を目

指すというふうに聞いているところござい

まして、ＡＩの防災への使用、活用につき

ましては今後の今のような国の動向を見き

わめて、本町も取り入れるべきは取り入れ

ていきたいと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  まさしく、今、部長がおっしゃったよう

に、このＡＩを防災に役立てるということ

につきましては、２０１７年４月に国の防

災基本計画が改定されて、国や地方自治体

は災害情報の分析・整理のためにＡＩ技術

を導入するという努力義務が発生しており

ますので、今後、ＡＩをいかに行政の現場

で使い勝手のよい形で導入を進めていくか

が課題になると思うんですけれども、ＡＩ

を防災に役立てる事例としまして、２０１

７年からさまざまなところで役立てる形で

ＡＩを活用してるんですけれど、２０１７

年に電脳防災コンソーシアムという取り組

みが進められております。これは慶應義塾
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大学や情報通信研究機構、またヤフー株式

会社、ＬＩＮＥ株式会社が共同で立ち上げ

ている組織です。この取り組みなんですけ

れども、ＡＩを使って災害関連死をなくそ

うとしています。この災害関連死というの

は、災害によって建物の倒壊で命を落とす

直接死とは違い、災害がきっかけで災害の

後に命を落とすことを言うんですけれども、

例えば避難所や孤立集落で食料や飲料が不

足して衰弱されたり、避難所では歯磨きや

入浴も十分にできませんので、こういう不

衛生な環境で抵抗力が落ちる高齢者などが

肺炎にかかりやすくなり、災害関連死はか

なりの数にのぼってるんですけれども、東

日本大震災の死者約１万5,０００人のうち、

約3,５００人が災害関連死です。２０１６

年の熊本地震では、災害関連死が直接死の

数を上回っており、昨年の２０１８年の夏

に起きた西日本豪雨では、大雨警報が発表

されていたにもかかわらず、避難がおくれ

て多数の犠牲者が出ているという状況です。

このような被害を軽くするために、どうし

ていったらいいのかということなんですけ

れども、これは情報を受け取った人々が速

やかに安全な場所へ避難することが必要な

んですが、防災につきましては、行政によ

る救助や支援である公助と、自分で自分を

助ける自助、そして家族や地域コミュニテ

ィなどで助け合う共助の三位一体で、この

防災については初めて効果を発揮すると思

います。例えば災害発生時に、その後に多

くの人や住民の方が災害対策本部に問い合

わせを、同じ時間帯に電話をかけてしまい

ますと、電話がつながらなかったり回線が

パンクしてしまうんですけれども、近年は

そのＳＮＳで一般の人からも情報が発信で

きるようになっています。このＡＩが、例

えばその災害が起きて、被災地の住民の方

からＳＮＳの被災状況が投稿されて、膨大

な量のＳＮＳの投稿について、被災状況が

何件あるかなどをＡＩが分析する作業に使

われたり、最近ではＡＩの自動言語処理技

術が実用化されていて、ＡＩが搭載された

ＡＩスピーカー、そして人間にかわって、

先ほどの災害時などでもそうなんですけれ

ども、人間にかわってできる作業や問い合

わせ対応などの作業をＡＩが代行できるチ

ャットボット。そしてまた医療現場などで

は、コミュニケーションロボットなども登

場してきています。これらを活用すること

で、災害に役立てようという取り組みが現

在進められており、先ほども国の防災基本

計画も改定されまして、国や地方自治体が

そのＡＩ技術を導入する努力義務も発生し

ております。行政の現場で、新しい取り組

みなので、簡単に取り入れるのはかなり難

しいと思うんですけれども、豊能町の行政

の現場で使い勝手のよいシステムに変えて、

ぜひ今後、積極的に、この新しい取り組み

であるＡＩを防災に取り入れるという取り

組みも検討していってほしいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  質問をお願いしますね。 

  これについては先ほど総務部長から答弁

も出ましたので、もう答弁はよろしいです

ね。 

  続いてお願いします。 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  それでは、次の質問に移ります。 

  通告とは前後しますけれども、ＦＭラジ

オについて質問します。 

  先日のような台風や豪雨のときに、連続

雨量などによって土砂災害や洪水の危険が

ある場合には、避難に関する情報を真っ先

に伝えたり、例えばその雨風が強くて、特

に豊能町は山間部なので、防災行政無線の

音が暴風や豪雨でちょっと聞こえにくい場
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合も想定されますので、お隣の箕面市では

災害時の緊急情報をＦＭラジオで放送して

います。これは地震や災害時のときに市内

の被害状況や避難所の情報、そして給水や

支援物資の情報など、市の災害対策本部に

入る情報をリアルタイムで伝えてるんです

けれども、豊能町でもこのＦＭラジオを通

して災害の緊急情報を伝える取り組みをぜ

ひとも進めてほしいと思いますが、どのよ

うにお考えか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ラジオのＦＭ放送でございますけども、

この種類にはコミュニティ放送局という方

法と、臨時災害放送局という方法の二通り

が考えられるというところでございます。

先に申し上げたコミュニティ放送局、これ

は平成４年１月に制度化されたものでござ

いまして、自治体が出資しているケースも

ございますけども、そのほとんどは民間企

業とか第三セクター、またはＮＰＯ法人が

開設しておりまして、自治体単独で放送局

を開設したという例は、私のほうではちょ

っと把握はしておりません。このコミュニ

ティ放送局の場合、立ち上げの資本金の平

均は、大体七、八千万円ということでござ

いますけども、自治体が出資している放送

局はそんなに多くはないというふうには聞

いております。 

  それからランニングコストでございます

けども、これは放送局ですので、主に広告

収入それから自治体が、今、箕面の例をお

っしゃいましたけども、自治体からの委託

によった放送も、これもたくさんございま

すので、広告収入と自治体からの委託料で

ランニングコストは賄うというようなもの

のようでございます。 

  ただ、累積の決算見ますと黒字の放送局

は余り多くないと。単年度黒字はあるけど

も累積黒字は少ないというふうなことを聞

いております。 

  もう一つの臨時災害放送局という、これ

につきましては、災害が発生した場合に、

その被害の軽減に役立つように被災地の自

治体等が開設する臨時的かつ一時の目的の

ためのＦＭ放送局のことでございまして、

これは阪神・淡路大震災の経験を踏まえま

して、平成７年の２月に制度化された制度

でございまして、２０１１年の東日本大震

災のときには多くの市とか町がこれを開設

して運用されたという実績はたくさんある

ということでございます。 

  どちらかというと現実的なのは臨時災害

放送局のほうですが、この開設には自治体

が放送設備を事前に購入するとか、借用す

る方法と、もしくは既存のコミュニティ放

送局の設備を借りる、利用するという二つ

の方法があるんですが、豊能町には箕面市

のようなコミュニティ放送局ありませんの

で、自前で設備を用意することになります。

この開設・運営に当たっての課題は、その

設備とか設置の場所とか、あとはノウハウ

とかスタッフの確保などなどございますけ

ども、費用の負担、これも問題であろうと

いうふうに思っておりまして、ただ、調べ

ましたら、設備だけの単なる購入でしたら、

ネット検索をした分ですけど、３００万円

で一式そろうというようなことでございま

した。この災害発生時にラジオで情報提供

するということは、非常に有効な手段であ

るというふうな認識をしておりますけども、

今のところは既存の防災行政無線とか緊急

速報メール、たんぽぽメール、ホームペー

ジ、あとは大阪防災ネットを通じましたＬ

アラート、自治会長さんへの連絡、これな

どによりまして必要な情報は発信をしてい
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きたいというふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  まさしく今、部長がおっしゃったとおり

なんですけれども、私も先日、箕面市役所

の地域創造部の副部長様に、この災害時の

ＦＭラジオについてお話をお伺いしたんで

すけれども、大阪府内で一番最初に守口市

がＦＭ－ＨＡＮＡＫＯをスタートして、コ

ミュニティＦＭ、箕面市のコミュニティＦ

Ｍにつきましては、阪神大震災をきっかけ

に始まって、現在まで２４年間続いている

ということでした。ただ、全国的にもＦＭ

ラジオの経営は非常に厳しくて、先ほども

部長がおっしゃったように、その広告収入

や、市がＦＭラジオに数千万円ほどの委託

料を払って、盆踊りなど市内の情報や緊急

情報、そしてまた市民の人にもラジオに出

演してもらって、市内の情報をラジオで放

送しています。 

  でもこの災害時なんですけれども、この

ラジオに消防からも市役所別館からも割り

込んで入れるようになっていて、災害対策

本部にそのＦＭラジオの社員が入って、リ

アルタイムで災害情報をラジオで放送して、

またスマートフォンでも情報が入るように

なっているということでした。 

  箕面森町や止々呂美にアンテナを配置し

て、リアルタイムで市民はラジオから災害

情報が入るので、昨年の豪雨の際も非常に

役に立ったということでした。台風や豪雨

のときの避難などに関する防災情報や防犯

情報、またそういった緊急的な情報なんで

すけれども、このＦＭラジオで、例えば豊

能町でこういうラジオの会社を立ち上げる

っていうことは現実的には非常に難しいこ

となんですけれども、ＦＭラジオでは災害

などにより災害対策本部が設置されて、緊

急を要する情報などがある場合には必要に

応じてラジオとインターネットで災害情報

を伝えることが可能であるため、非常に有

効であると話を伺いました。今後、豊能町

も何らかの形で、ラジオでも災害情報や町

内の情報を放送できるようになるといいの

ではないかと思いますので、今後、ぜひ何

らかの形で検討してほしいと思います。 

  以上で私の質問は終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ここで、インターネット接続調整を行い

ますので、暫時休憩いたします。 

（午後１時４８分 休憩） 

（午後１時４９分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  皆様、こんにちは。 

  ５番・管野英美子でございます。 

  議長の御指名を受けましたので、議員に

なって２４回目の一般質問をさせていただ

きます。理事者の皆様、簡潔な答弁をよろ

しくお願いいたします。 

  まず１問目の、いじめ・不登校問題につ

いてです。 

  ３月の中学校の卒業式に、皆さんと一緒

に卒業式に出られなかった生徒がいます。

校長先生は校長室で卒業証書を渡すとおっ

しゃっておられましたが、学校にも行けず、

校長先生がおうちへ持ってこられた人もい

ると聞きました。小学校のころ、私と元気

にかかわってくれた子が、この３年間で何

があったのかなと思うと心が痛みます。こ

のほかにも日常的に学校に行けない生徒も

います。卒業式のときに名前を呼ばれ返事

をした。出席できてよかったなと思った子

もいました。進路も決まったけれども、何
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も解決していないこともお母さんから伺い

ました。親子で問題を抱えておられます。

在校中はさまざまな対策を講じていただい

たと思いますが、義務教育を終え、このタ

イミングで一旦リセットはできるものの、

卒業後の取り組みをしていただいておりま

すか。お伺いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  お答えします。 

  義務教育後の、不登校だった子の取り組

みということの御質問だと思います。 

  義務教育以降ということですので、その

後については教育相談事業を行っておりま

して、個々の教育的な相談にかかわり、場

合によっては関係機関、例えば民生委員さ

ん、子ども家庭センター、大阪府ひきこも

り相談などと連携して対応しておるところ

でございます。また、中学校より９月ごろ、

追指導と称して各家庭に高校等での様子を

はがきで返信していただけるように郵送し

ております。また、ケースによりましては、

高校に中学の先生が伺い、卒業生の教育に

協力して取り組んでいるということをやっ

ております。また、こうした事業が今後充

実していくこと必要であるというふうには

認識しております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  うちの子どもも高校に入ったときにはが

きをいただきました。それを返信するとい

う形です。手紙だったと思います。ソーシ

ャルワーカーさん、本当に大変きめ細かく、

保護者の方にも寄り添っておられました。

ぜひこれからもサポートをお願いしたいと

思います。この先には、成人式に出られな

い、小中学校においてよい思い出がないか

らと出席しなかった子を知っています。そ

の子は不登校ではなかったのですが、今回、

学校に行けなかった子、５年先に笑顔で戻

ってきてもらうことを期待しています。 

  そして昨日の秋元議員の質問、８０５０

問題で、人生にかかわる問題だとおっしゃ

いました。社会に出る怖さ、この先のひき

こもりも心配です。また、自殺対策という

ことも出てきました。私は、不登校の子ど

もを９月１日に引き出してくださいという

ことを、学校の先生かな、ソーシャルワー

カーさんに一度相談したことがあって、す

きっぷに連れていってくださったっていう

ことで、子どもとかかわってくださったと

いうことがあります。９月１日問題という

ことも大きなことだと思いますので、ぜひ

早い段階で対応いただきますようお願いし

ておきます。 

  続いて、以前、インターネットに潜む危

険ということで質問したことがありました。

スマホを持っている生徒は平成１９年で４

割、２５年で６割、現在はほとんどの生徒

が持っていると思われますが、最近調査さ

れたことはございますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  スマホを持っている小学生、中学生の人

数ということですけども、私のほうちょっ

と把握しておりません。ただ、学校に今、

持ってきてもオーケーということでやって

おりますけども、どの小中学校も１０人前

後と聞いております。かえって中学校のほ

うが少ないというふうなことも聞いておる

ところです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 
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○５番（管野英美子君） 

  私、夏休みに子どもたちとサイエンスフ

ェスタで梅田まで一緒に行ったことがある

んですけども、ＬＩＮＥつないでとかって

言って、結構皆さんスマホを持っておられ

ました。親の承諾ないとＬＩＮＥはつなが

ないっていうことを決めています。 

  不登校イコールいじめではないと思いま

すが、インターネット、ＳＮＳでのいじめ

等、実態がありますか。あるならばどのよ

うに対応されていますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  インターネット、ＳＮＳ等でのいじめや

トラブルの実態ということで、今年度、今、

把握しておりますのが、ＬＩＮＥのトラブ

ルが１件、もう１件がオンラインゲームで

のトラブルが１件上がっております。今年

度です。また、その防止ということでは、

いじめ防止のガイドラインについては配布

しております。また、情報・モラルの指導、

インターネット、ＳＮＳ等ですけども、小

中学校において子どもたちの発達段階に合

わせて計画的に行っております。そうした

中でも、毎年本町において、いじめやトラ

ブルになる実態もございます。そうした際

には、トラブルになった直接な原因究明、

問題解決はもちろんのこと、そもそもイン

ターネット、スマホなどの使い方や家庭で

のルールづくりを含めて、保護者とともに

考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  おうちで買ったスマホや携帯を学校で指

導してくださいというのは、先生には大変

負担かと思いますが、子どもたち、犯罪と

かに巻き込まれないようによろしくお願い

したいと思います。 

  ３月、６月議会、昨日も川上議員が少し

触れましたが、塩川町長が管理されている

フェイスブックに、ハイエナのような抵抗

勢力とのコメント。私は今、副議長です。

こんなことで議員が感情的になっては議会

としては成り立たない。副町長、教育長の

人事もありました。議会や事務局と相談し

て府会議員には来ていただいて謝っていた

だき、その旨をハイエナと呼ばれていそう

な議員に議長と報告した次第です。そのフ

ェイスブックのコメントに、不適切だった

とか削除するのが筋で、実際にはいまだに

ネット上にあると伺いました。ネット上の

いじめは大変悪質だと思います。なぜ削除

または非表示にしていただけないのですか。

町長に伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私が対応する内容ではないと思いますの

で、状況の確認をいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私はフェイスブックをやっています。自

分の管理でやっています。フェイスブック

ページといって、アカウントを持ってなく

ても見られるところを二つ持っています。

とよの科学工作教室と私の議会の報告です。

ですから、三つのフェイスブックを管理し

ています。やっぱり悪質っていうか、ちょ

っと強いコメントを書かれた方には、やは

りフェイスブックについているメッセンジ

ャーというところで会話をするようにして、

その後、必ず会って解決しています。これ
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は町長が管理しているページです。ただ削

除していただければ済むことなのですが、

ずっと置いたままですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今の御質問ですけど、通告の中にありま

せんし、私は答える義務がないと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  インターネットのいじめということで関

連に質問したんですけれども、削除すると

いう答弁もいただけないのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  再度答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  削除するという約束ですか。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  フェイスブックのほうについては、御本

人が御本人の責任でやるものですので、私

からそれを削除をするというような約束を

するものではありませんので、よろしくお

願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  書き込んだのは上島府会議員かもしれま

せんが、管理しているのは町長です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  管理をしてるのが私。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  違う。 

（発言する者あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後１時５９分 休憩） 

（午後２時０１分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  では、右のほうに非表示ということが出

ますので、クリックしたら。非表示にして

いただけますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今の御質問は、私に対して送られてきた

内容のものを私のページの中からそれを非

表示にしろということですので、非表示に

はしていきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ではよろしくお願いいたします。 

  続いて３番目の質問を先にさせていただ

きます。 

  農業施策についてです。 

  私は４年前に、大阪府と豊能町と地元牧

とコープこうべの事業で協定を結ばれて、

農空間の整備に携わってまいりました。耕

作放棄地を２年、３年たつと、こんなふう

にカヤの木の根っこがはびこっています。

これを２００個ぐらいとったと思います。

地元の方は、それで車が入るから耕うんが

できるということをおっしゃっていました。

農地は農地として使うのが大切です。そし

て現在の牧地区の圃場整備について進んで

いると思いますが、圃場整備は府の事業で
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はありますが、町のことですので、今年度

予算化されました牧地区のこの事業につい

ての進捗状況と年次計画を伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  進捗状況ということについてですけども、

平成３１年の４月１日付で牧農空間活性化

協議会が設立され、本格的に事業を動かし

てきたところです。令和元年の６月２０日

には近畿農政局が現地視察し、ヒアリング

を受けたところです。本年４月には事業参

加申出書の提出、これを地権者から大阪府、

豊能町、それから農地等の貸付希望申出書

の提出ということで、これは地権者から大

阪府みどり公社へ、利用権設定に係る被相

続人の代表届け出、これは該当者だけです

けども、地権者から町へ提出されました。

今年度も８月の９日と１０日におきまして

は地権者説明会を開催し、利用権設定の申

出書を本年１１月１日以降に大阪府みどり

公社に提出するように説明をされてきたと

ころです。 

  今後の予定ということですけども、本年

の１１月、集落営農法人、これは仮称にな

りますが、牧の里山合同会社を設立予定で

す。令和２年の２月１日から利用権の設定

ということで、大阪府みどり公社から法人

へ設定をされる予定です。令和２年３月ま

でには事業計画を策定、令和２年度では換

地計画案の検討、事業計画の公告確定、令

和３年度には詳細設計と地区会測量、換地

計画の決定、令和４年度から実際に工事着

手をし、約３年はかかります。それに従い

まして令和７年度に確定測量、換地処分、

それに基づく登記が完了しますので、本事

業の完了をしていますので、それにつけて

今現在取り組みを進めているという状況で

ございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  圃場整備については、昨日、川上議員の

質問もありましたが確認をさせていただき

ます。 

  ６月定例会議において土地改良分担金徴

収条例改正を審議いたしました。その際に

新たな圃場整備の事業制度についての説明

をしていただきました。業者は費用負担は

求めないことになりましたが、国６2.５％、

府１５％、町２2.５％にちょっと納得がい

きません。そもそも圃場整備は府の事業で

す。６月の総務建設常任委員会でもさまざ

まな疑問が出てまいりました。その点を整

理したいと思います。先ほどの牧の圃場整

備、工事に入るのは令和４年、実施設計は

その前の３年、それまでに府の補助率を上

げていただきたいのです。予算のことです

から府議会も審議していただかなければい

けません。急ぎます。町の負担を少しでも

軽くしないと、町財政に響く多額の財政負

担です。６月１３日の定例会議から２カ月

半がたちます。この間にどのようになさっ

たのか伺います。 

  富田林市との協調について、その６月の

常任委員会で中川議員の質問の中で、連携

し合って府に進言したらとお話がありまし

た。その際、現在府内で進めているのは富

田林市と本町だと部長から答弁の訂正があ

りました。その富田林市との連携について

伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 
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  圃場整備について、先ほど一番最初の御

質問のところ、大阪府に対して２2.５を減

額、そういうような検討をしていただけな

いかと、これはもう管野議員も私も同じで

ございまして、町政を預かる者としてはも

う本当に同じでございまして、要望をいた

しました。 

  富田林の要望については事務局のほうで

やっておりますので、事務局のほうから答

えていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  大阪府内で農地中間管理関連の圃場整備

事業を展開しているのは富田林市と本町の

みです。富田林市の進捗状況ということで

すけども、本年の１１月に国の採択に向け

て準備をされているというふうにお聞きし

ています。状況としては本町と同じような

状況でございます。負担の変更についても

大阪府に対して要望を行っておられます。

本町といたしましても今後とも富田林市と

も連携し、他の市町村との動向を見ながら

引き続き大阪府には要望を続けてまいりた

いというように考えています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  町長に伺います。 

  中間管理機構への働きかけと町長の答弁

がありました。答弁の中で中間管理機構の

みどり公社や農と緑の事務所でも協議をし

て、府の補助率を上げていただき要望をし

ますとありました。これ私ちょっとわから

ないのですが、みどり公社のお仕事が府や

市町村と連携し、遊休農地等の解消等の取

り組みを行い、また多様な担い手を育成す

るための支援、それから農と緑の事務所で

は農業技術の普及・指導、農業経営の改善

指導、食の安全と安心等々、こういう事業

をされているんです。先週の土曜日も牧里

プロジェクトで大根の種まきから間引き

等々、収穫までを教わりました。補助率を

上げるためにここは動いていただけるので

すか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  先ほども申し上げているとおり、２2.５

を下げていく、そのためには大阪府のほう

の補助率を上げないといけない。そのため

に大阪府のほうに要望もいたしましたし、

それから各政党ごとの維新それから自民の

ほうの議員さんにも御協力を求めて、８月

のとき、２３日が最終ですけど、そこまで

やらせていただきました。今後は具体的な

形として、補助の金額を決定するのは大阪

府の環境農林水産部のほうが来年度の概算

要求をしていくということになりますので、

それは見守っていきたいというように思っ

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  大阪府への働きかけはよろしくお願いし

ます。部長の答弁の中に、京都府、兵庫県、

高知県は県の補助率が２2.５％で市町村は

１５％ということで、府も努力してほしい、

今後も強く言っていきたいと、町長のよう

な頼もしい発言もございました。ぜひ町長

もよろしくお願いいたします。これはまた

どういう感じで動いていくのか、また次の

機会に聞きたいと思います。 

  そして副町長、伺う予定でしたけども、
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きのう、川上議員のところでしっかりと答

弁していただきましたので結構ですという

のも何なんですけども、ところで副町長は

町に何年いてくださるんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  私の人事に関することは私自身がお答え

する立場にございません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  もし２年で帰られたとしても、この件に

ついてはどうぞよろしくお願いいたします。 

  そして、きのうの川上議員の質問の中で

の提案のことです。クラインガルテン、ち

ょっと調べてみました。貸し農園付の別荘

のようなものかなと、牧地区の圃場整備の

一環にと思いましたが、ちょっと違うかな

と思いました。実は牧地区で今、牧里プロ

ジェクトのところの近くに個人の農家の倉

庫を借りて休憩できるところをつくってお

られます。とよののドリームにも参加され

た方です。その借りた敷地にトイレもつく

られています。学校のトイレよりもきれい

で洋式です。そしてコープこうべの活動と

は別にやっておられます。シソジュースい

ただいたり、休んでいけと言ってもらった

りしています。農業ボランティアもふえて

きて、農家の方も１人で１０メートルも草

刈りしたら嫌になるけど、みんなでやった

らできるなと言われています。農ボラに来

られる人にはクラインガルテンはちょっと

魅力的な施設かな、ニーズはあると思いま

す。牧地区だけでなく、これからのまちづ

くりに入れたらよいと思いました。家族連

れの方が多いので、豊能に引っ越してきま

せんかと声をかけていましたが、今はやめ

ています。実は学校のことが説明つかない

からです。とても残念に思います。農ボラ

の後はこのように、牧の集会所の前で、こ

ちらがおみそ汁をつくるので持参されたお

にぎりを食べて、こうやって交流している

間に豊能の教育とかいって、前は、新光風

台にこんなおうちあるよって言うたら、す

ぐにスマホで調べはる、そういうことだっ

たんで、早く学校のこと決めていただきた

いと思います。 

  続いて、志野の里についてお伺いします。 

  ６月会議で井川議員の質問の中で、この

事業方針を伺いました。きょうは運営の様

子を見て疑問に思ったことを質問します。 

  まずＰＲの方法です。土日になればＬＩ

ＮＥで、赤いトマト、緑のキュウリ、色と

りどりの野菜の写真付で、間もなくオープ

ンと配信されます。きょうも配信されてい

ました。楽しみにもしています。町の事業

の情報発信と言いながら、なかなかできて

いないのが現実です。このＬＩＮＥと健康

づくりのページですかね、本当にちゃんと

やっているのは。そう思います。話を戻し

ますが、西地区から森町を通って国道４２

３号線を北上、日曜日なら左手に大きな箕

面のゆずるくんの看板というんでしょうか、

箕面市内には立てられませんが、豊能町に

入ったら、志野の里はこちらという案内板

はできませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  志野の里の場所がわかりにくいという声

も聞いておりますので、国道４２３号線沿

いに案内看板の設置を検討していきたいと

いうふうに考えています。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  よろしくお願いします。 

  続いて価格設定です。この大きなナスビ

が３本１００円はだめじゃないですか。こ

れ割り箸なんで、この丸々太ったナスビが

３本１００円です。８月の初め、みずほの

道の駅では１３０円、１５０円で売ってい

ました。お盆過ぎにはコープで２３８円で

売っていました。ここはいつも１００円で

す。農家の人に聞くと、売れ残ったら持ち

帰らないといけない。だから１２０円はつ

けられないとおっしゃいました。この中で

ダンピングをやっているんです。消費者に

とったらうれしい限りですが、農産物販売

を持続可能にするなら、もう少し価格設定

は協議会で考えるべきだと思いますが、お

考えをお聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  確かに農家の方が直売所に出店されると

きには、売れ残りを一番心配されて、低い

価格で設定されてるというのが多く見られ

ます。それについては当然、農家の方が設

定されますので、いろいろな思いがあると

は思いますけども、志野の里の運営にもか

かわってきますので、この辺の売り上げに

もかかわることから、やはり市場価格を見

据えて、均等を図っていくということが考

えられますので、当然、直売所運営協議会

というのがありますので、役員とともに協

議してまいりたいというふうに考えていま

す。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ぜひこの志野の里を持続可能にしていた

だきたいので、よろしくお願いいたします。 

  そしてレジ袋の有料化です。今もレジ袋

を持参されている方もいて、お店には持参

お願いも書かれています。志野の里の野菜

には土がついていません。北摂７市３町で

はレジ袋の有料配布中止を定める、北摂地

域におけるマイバッグ等の持参促進及びレ

ジ袋削減に関する協定を締結しています。

町がやっている事業です。どのようにお考

えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  レジ袋の有料化につきましては、２０１

９年度から地球環境への負担を軽減させる

という意味もあって、マイバッグの推進を

しております。志野の里については直ちに

有料化するということは難しいかもわかり

ません。専用の買い物カゴを利用していた

だくなどＰＲに努め、どういった負担の軽

減ができるかなどの方策を引き続き検討し

ていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  引き続き、皆さんにはレジ袋持参を呼び

かけてください。 

  そして今後の出張販売についてです。現

在、千里阪急や妙見山のフェスタなどで展

開されておりますが、今後の計画を伺いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 
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○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  出張販売については大変有意義な、ＰＲ

もできるというふうには考えています。最

近では毎週水曜日の午前中だけですけども、

希望ヶ丘の集会所に出張販売も始めており

ます。志野の里の宣伝にもつながるという

ことで、これについては積極的に展開して

いきたいというように考えています。出張

販売については、志野の里の特産品、町の

特産品及び加工品の宣伝にもつながるとい

うように考えますので、今後も積極的に展

開していきたいというように考えています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  西地区の販売を考えておられますか。実

は、以前、継続的に売ると西地区のスーパ

ー、コープ、カナート、オアシスがつぶれ

るでって、今でもトライアルに買い物にい

ったらつぶれるでって言われてるんですけ

ども、存続にかかわると伺ったこともある

んですが、そのあたりを考慮して西地区で

の販売は考えていただけますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  現在も月１回ですけども、シートスのほ

うで出張販売をさせていただいてます。ま

た西のほうのいろいろな自治会からも要望

があれば、それについては対応していきた

いというように考えています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  続いて４番のほうにいきます。 

  地域住民参加のまちづくりについてです。 

  道の駅設置準備委員会が終わりました。

一番最後の解散式みたいなところに中川議

員と一緒に傍聴に行ったんですが、とても

座長の先生が名残惜しそうに、フィンガー

ライムという、果物かな、持ってきてもら

って、こんなん植えて価値観を高めるよう

な農産物つくったらええでとかって言われ

たんですね。傍聴席のところにも持ってき

ていただいて切ってもらって食べたんです

けど、高くは売られへんかなって思うぐら

い、ちょっと酸っぱかったかなって思いま

した。本当に名残惜しそうにされていたの

が印象的でした。その中に、私はちょっと

図面見せてもらったんですが、住民参加の

ヒントがありました。レストランやワーク

ショップをするスペースです。これを展開

できる人材が町にはありますが、今、日生

サピエや、箕面、池田、川西へと流出して

います。活動の場が町内にないからです。

９月２２日に阪急オアシス前でマルシェを

楽しみにされています。町内で活動できる

ことを喜んでおられます。このことについ

てどのようにお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  志野の里については今年度より水曜日の

開店ということで、グループ会議の方がワ

ークショップを開いていただいております。

また、千里阪急百貨店と協力関係が構築さ

れましたので、千里阪急が主催するマルシ

ェに、一環として町や志野の里のＰＲを兼

ねて出店活動をしているということでござ

いまして、これについては大変ＰＲにつな

がってきていると。阪急でお買い物した人
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がわざわざ志野の里にも来ていただいてい

るという状況が少しずつふえてきていると

いうような状況です。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  とよののドリームにマルシェ枠として採

択されました。ゼロ円というところがちょ

っと理解できませんが、継続的なマルシェ

開催に関するベースづくりを最優先して支

援とは、具体的にどのようなものですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みません。ちょっと具体の内容は存じ

ておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  関連だと思ってたんですけど、通告しな

かったので、また後で伺います。 

  きょう私、いろいろなものをつけていま

す。このチョーカーですとか、さまざまな

キーホルダーとか。これ皆さんの作品なん

ですね。たくさんの作家さんとお話ししま

した。皆さんは場所と情報がほしいと言っ

ておられます。その場所が道の駅だったの

ではないかなとは思っていますが。そして

もう一つ、余野にキャンドル作家さんがい

ます。こんなキャンドルをつくっておられ

ます。これは、とよの大好きのディスカッ

ションで知り合ったのですが、私、高校の

ＰＴＡの社会見学に行ったのですが、淡路

島に活断層を見て、ホテルでおいしいもの

を食べて、こんなキャンドルをつくる。観

光バスが何台も何台も乗りつける。旅行業

者とバス会社、提携されているんですね。

こういうもうける、もうかる仕組みを考え

なかったのか、ちょっと疑問に思うところ

です。どうぞ、マルシェされる方、阪急オ

アシスさんだけじゃなくて、町でも場所を

考えていただきたいと思います。 

  そして２番の質問に戻ります。 

  学校再配置についてです。吉川中学校に

ついて、町長、３月議会で、階段や水回り

の高さが違う等々で、ここを使う、改装す

るのは不可能という教育次長の答弁をいた

だきました。そして６月会議では町長から、

築４４年から３５年ということで、まだま

だ余裕があるということは事実です。大き

な改修が必要な雨漏りですとかプールの漏

水、トイレの改修等とおっしゃいました。

そして今、井川議員の質問の中で、築４４

年、コンクリートの劣化が激しい、老朽化

が進んでいると答弁されています。この議

会の中でもいろいろと答弁が変わります。

一体どちらなんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  吉川中学校の建物をどう使っていくかと

いう御質問の中で、いろいろな答弁になる

んではないかというような内容でございま

すが、井川議員の、先ほど、御質問にも答

えさせていただいたとおりでございます。

吉川中学校の１号棟と特別教室棟、これに

つきましては昭和５０年に建築したもので、

昭和５５年に２号棟と渡り廊下が建設され

ております。それぞれが建設から４０年以

上たってると。老朽化も進んでおり、校舎

等の配置からも、それから私も学校施設を、

あるいは生涯教育施設を就任後すぐに見て

回りました。その中で、もちろんその状況

につきましても把握をし、専門家の方にも

アドバイスをいただき、また、吉川中学校
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の建屋を使って小中一貫教育、小学生と中

学生が一緒に教育活動、勉強していくとい

う中で、やはりいろいろ課題があるという

ように把握はしたところでございます。そ

れで、教育委員会のほうでいろいろな調査

とか照会とかしております。また、教育委

員ともいろいろな意見交換もしております

けれども、そういう中身につきましては全

て町長のほうにも報告をさせていただいて

おるところでございます。町長も先ほどの

答弁でお話なっておられましたように、や

はりこれは町として皆で知恵を出し合って

考えていこうということでございます。教

育委員会としてもできるだけ財政状況が厳

しい状況の中にあるということでございま

すので、無駄を省くというような観点から

も、やはり検討を進めなくてはならないと

いうことでございますので、例えばプレハ

ブ校舎を建てなくてもできるような、そう

いうような方法はないかとか、プールをど

うするかとか、いろいろな観点からも検討

を加えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  町長と教育長の意見がちょっと違うのか

なと思いますが、総合教育会議をいつどの

ように進められますか。先ほどの井川議員

の質問では１１月末ぐらいには結論を出す

ということですが、総合教育会議を何回か

開いて、その結論に達するということです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  午前中もきのうも教育委員会のほうから

お答えしておりますとおり、教育委員会会

議の後、閉会しましてからですけども、町

長と副町長が教育委員さんに会いまして、

懇談会を開き、意見交換をこれまでもして

きております。意見交換の段階ではござい

ますけども、ある一定教育委員会の中身、

教育委員会としての御意見がまとまれば正

式に総合教育会議を開きまして、町長主催

のもと、教育大綱について議論を始めると

いうことにいたしたいと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  これまでの、東地区に学校を残す理由、

町長の発言、昨日の高尾議員の質問を聞い

ていると、小さい学校も残したらええやん

ということだったら光風台小学校も置いと

いたらええやんということになりますが、

西地区の小学校はもう一つにまとめること

は決まっているんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  西地区の学校のことにつきましては、再

度論議する中で、もう一つにしていこうと、

再編していこうということは、教育委員の

中でもその方向で検討し、一応は内部では、

教育委員会の中ではそうしていこうという

ようなことにしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  遅れてしまったので仕方がないんですが、

もう平成３５年、令和４年の開校は不可能

ですよね。いつになりますか。結論だけで

結構なんです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 
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  いつ開校できるかということでございま

すけれども、次年度の令和２年度の当初予

算にいろいろな経費が計上できましたら、

そこから５年、基本設計、実施設計、それ

から建設にかかる、その期間につきまして

は５年かかるということでございますので、

令和６年の４月開校を教育委員会としても

目指したいというように考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  実はもう子どもの流出が始まっていて、

一番大きい光風台小学校でも２学年、複数

学級はありますが、学年は１クラス。クラ

スがえのない小さな学校になってしまいま

した。全校児童２２１名。本当に小さな学

校になってしまいました。それで私立の小

学校に通わせている人がいます。そしてそ

のうち出ていかれるのではないかなと思い

ます。小さい体で能勢電に乗って阪急１駅

なんですけども、そこの学校に行っておら

れる方がいます。教育委員さんは平成３０

年度の開講ぐらいの考えでいらした方がい

ました。平成２２年ごろから、校長先生だ

ったのでかかわっておられる方です。いつ

まで教育大綱の骨子をつくっているんだと

怒っていらした方です。豊能町小中一貫教

育等充実検討委員会の会議、ここでは保護

者も先生もしっかりと議論されています。

議事録もホームページにはあります。これ

は私は傍聴ができなかった会議です。もう

十分にソフト面は協議したと思います。し

かし現在、英語教育、プログラミング教育、

教科書にはほとんどの教科書にＱＲコード

がついているような教科書を使うというこ

とで、教育環境がとても変わっていく中に

こんなに立ちどまっていいのかなと思って

歯がゆい気持ちでいっぱいです。１２月議

会にまた質問できるかなと思いますので質

問させていただきます。 

  そして以前の議会で町長に答えていただ

けなかったというか、教育長ができたら質

問しようと思っていた項目なんですけれど

も、東地区、もし残すような、今、動きな

んですけども、吉川中学校にはサッカーク

ラブありませんが、野球やサッカー、スポ

ーツクラブの団体競技や、合唱や合奏、子

どもたちは学校では諦めないといけないん

ですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  中学校のクラブ活動等のことにつきまし

て御答弁申し上げます。 

  やはりクラブ活動につきましては、教育

課程でも位置づけられておりますけれども、

生徒にとりまして大変有意義な活動である

と教育委員会も認識をしております。ただ、

これは豊能町だけではなしにいろいろな市

町村で子どもたちの数が減ってきたことに

伴いまして、それでクラブの数につきまし

ても減っているというのが現状でございま

す。校内でもいろいろな検討がなされてお

ります。どうしていくかということでござ

いますけれども、教育委員会といたしまし

ても、東能勢中学校をモデル地区にしまし

て、文部科学省のそういうような委嘱を受

けて、部活動あるいは体力づくりのことに

ついて検討ができないか、合同クラブにつ

きましても、今、バスで土曜日に送迎しや

っておりますけれども、もっといろいろな

やり方があるのではないかというように思

っておりますので、子どもたちの体力づく

りも含めまして、そういうような研究をし

て、東能勢中学校で研究したことを吉川中

学校にも活かしていけたらというように思

っておりますので、そういう、今、検討を
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進めているということでございますので御

理解いただきたいというように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  もう一つ、通学校区を外すことです。 

  町長は、東地区の学校を残すことは民意

とおっしゃいました。３月の私への答弁、

秋元議員への答弁もそうでした。通学校区

をなくしていただけませんか。クラスがえ

のできる西地区の学校に通いたいと思って

いる人もいます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  通学校区についてのお尋ねでございます

けども、この通学区域につきましては教育

委員会で学校管理運営規則で示しておるも

のでございます。通学校区を外すには小規

模校特認校制度、それから学校選択制度等

がございます。どちらの制度も保護者の責

任において公共交通機関等を使って通学す

ることが基本となるということでございま

すので、この制度を導入したときに子ども

たちの負担というものが大きくなるという

ようなことから、慎重に検討する必要があ

るというように考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私が１小１中案かなと思うんですけども、

東地区の保護者、特に小さいお子さんをお

持ちの方に、本当に東でいいのって聞いた

ら、とっても悩みはるんですね。やっぱり

みんなと一緒に切磋琢磨っていうことも理

解されている。だから早く結論出してやっ

てほしいなと。その結論を出すまでにしっ

かり話し合ってほしいんです。こういう場

合はこうやとかということをしっかり説明

してあげてほしいんです。私も聞く耳は持

っていますし、保護者から聞かれたらしっ

かりとお話をしています。それで西に来な

い、ということも言っています。ですから

保護者としっかり、これから小学校に入る

人と、今、令和６年だったかな、言われた

ので、そこで小学校に入る人、去年生まれ

た人ぐらいですかね。そのあたりの人とし

っかり話し合ってほしいなと思います。 

  そして時間余りないですけれども、自治

会との協働について。 

  行政だけでは情報伝達やさまざまな対応

に限界があります。特に防災や福祉の観点

からも自治会に加入することが大切だと思

っています。ホームページで入会の呼びか

けもされましたが、その対策をどのように

お考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  地域の防災や福祉活動における自治会の

存在は非常に大切なものであると考えてご

ざいます。そのため町では地域住民の共助、

それから相互扶助を進める住民自治の一助

として補助金という形で各自治会の運営支

援をしているところでございます。また同

時に、今、議員もおっしゃいましたように、

自治会の加入についても運営支援の一環と

いたしまして転入時には必ずチラシをお渡

しして、自治会への加入を促すようにして

ございますが、そうしておりますが、個人

個人の地域の自治会活動への理解の違いや

高齢化に伴う負担感の増から、必ずしも加

入されない、もしくは退会されるケースも

あり、加入率については課題の一つである

と考えてございます。今後も自治会からの
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運営についての御相談等ございましたら、

私どもの担当課で随時させていただきます

し、引き続き町といたしましても、決定打

はございませんが、自治会とともに勉強し

てまいりたいと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  自治会のあり方ですけれども、光風台か

ら大和団地へ抜ける道の件です。自治会か

らの要請で町は動いたわけですけれども、

周辺住民の理解が得られていなかった。こ

の自治会の責任というのも問われるところ

だと思います。自治会のあり方をもっと一

緒に考える時期にきているのではないでし

ょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  確かにいろいろな自治会で、成熟した自

治会だからこそ悩みの多いところもござい

まして、先ほど申し上げましたように加入

率がなかなか上がらないということで、現

に大きな自治会からも御相談をいただいた

りしております。それについては町も一緒

に、これからの自治会のあり方については

全く答えのないところなんですけれども、

ちょっと模索をしていこうということで、

町もがっつり組んでさせていただけたらと

思ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、管野英美子議員の一般質問を終

わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

４時５５分といたします。 

（午後２時４１分 休憩） 

（午後２時５５分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第２「第４３号議案から第５３号議

案」及び「第１号認定から第７号認定ま

で」を議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容はそれぞれ各常任委員会及び決

算特別委員会に付託いたしますので、大綱

のみをお願いいたします。 

  なお、御承知ではございますが、「質疑

は、議題になっている事件に対して行われ

るものでありますから、現に議題になって

いなければなりません。また、議題に関係

のないことを聞くことができない。」この

ように規定されておりますので、その点、

十分御協力いただきますようお願い申し上

げます。 

  初めに、第４３号議案から第５３号議案

までの１１件に対する質疑を行います。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ４５号議案の豊能町太陽光発電施設の設

置及び管理に関する条例制定の件でお尋ね

いたします。 

  ここの１０条、許可の基準というところ

の（２）のところに、申請者は、第9条第１

項の措置を講じ、周辺住民にきちんと説明

したりという意味だと思います。周辺関係

者の理解を得てあらかじめ周辺関係者と規

則で定める太陽光発電協定書を締結してい

ることと書いてます。この周辺関係者とい

うのはどこかといいますと、第２条の

（５）のほうに、規則で定めるとなってお

りますけども、今現在はまだその規則とい

うものを見させていただいてませんので、

大まかに、多分自治会の関係者、それから

土地の近隣住民なのかちょっとわかりませ
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ん。そのあたりのところを、もしできてる

ようでしたら御説明お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  周辺関係者とは具体的な事例については

規則で定めるというふうにしております。

その規則についてはまず一つ目、太陽光発

電事業に係る事業区域に隣接する土地並び

にその土地に属する建築物の所有者、また

は管理者及び占有者となります。二つ目、

太陽光発電施設から生じる太陽光の反射光

または当該反射光から生じる熱により生活

環境に影響を与える範囲の土地並びに建築

物の所有者、管理者及び占有者となります。

三つ目、地元自治会等に属する関係住民。

四つ目については太陽光発電事業に伴って

生活環境に一定の影響を受けるおそれがあ

るとして町長が認めた者と、この四つの項

目を予定しております。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今、例えば、反射光の影響のあるところ、

これはどなたが、設計図の段階でここだと

いうふうに誰かが決めてくださるんですか

ね。 

  それともう一点、自治会関係者の住民と

なってるけど、それは本人たちが申請して、

町長が確かに関係あるなっていう、認めて

くださったというふうな理解はさせていた

だきました。 

  それで、これは規則ですから委員会のほ

うでその関係者についてはもう一遍きちっ

と見ていただきたいんですけど、もう一点、

ちょっと教えていただきたいのは、この関

係者が例えば１０人、２０人じゃなくて５

０人近くなったときには、そのお一人お一

人から協定書を締結してるというふうな認

識でよろしいんでしょうか。ここをお願い

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  関係者ということで一人一人と、例えば

５０人おれば５０人の署名が要るのか、判

こが要るのかということではなくて、そこ

にお住まいにかかわる自治会を想定してい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは、自治会長の印とかという

形ですか。私はお一人お一人から確かにわ

かりましたっていうふうな、締結してると

いうふうな認識でこの一文を読ませていた

だいたんですけども、どうもお話ちょっと

違うようですけど、この後はきちっと委員

会のほうでその後も詰めていただきたいと

思いますので、お願いいたします。後は規

則のほうを早目に出していただきますよう、

これもあわせてお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁はいいですか。 

  次に、どなたか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  第５１号議案で一般会計補正予算ですが、

１６ページの農林水産業費、目・農業振興

費ですね。３０７万4,０００円。これ、国

から支出されるいうことで交付金なんです
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が、農業振興事業、これは単年度のみの予

算なのかどうかお聞きいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  これについては牧野の圃場整備にかかわ

る事業で、地域内のまとまった農地を農地

中間管理機構に貸し付ける、担い手に農地

を集約・集積化することを図ることを目的

に協力金として国から交付されるものでご

ざいます。これについては１回限りという

ことになっています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  牧地区の支援いうことでの協力金いうこ

とは先ほども御説明されておりましたけれ

ども、このみどり公社という格好でここの

用地を利用していろいろ野菜づくりをされ

るということだと思うんですけれども、こ

れが期間が１５年というふうにおっしゃっ

ておりましたが、この単年度費用でこの事

業をされるわけですけれども、しかし１５

年続かないいうような状況、２年、３年で

終わるいうようなことは絶対あってはなら

ないいうことなのか。その点についてお聞

きいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  当然この圃場整備事業、国の採択を受け

るという段階では、きちっとした収支の計

算をして、それに基づいて国の採択を受け

ますので、途中で頓挫するとかいうことは

考えにくい。非常に厳しい状況になったと

きについては、当然これは府営事業という

事業でありますので、大阪府からの当然指

導なりいうのが入ってきて、この計画どお

りに進むようにいうことで、事業が完結で

きるまで府の支援をいただく。当然町も入

ってですけども、そういう形で事業計画自

身は達成していけるというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  豊能町においてきちっと、その圃場整備

及びいろいろな事業に関して、振興事業に

関して成功するように、町もしっかりと協

議に参加、今されるいうことでしたけれど

も、見守っていく必要があるかなと思いま

すので、そこはお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかにございませんか。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  第４７号議案、豊能町印鑑条例改正の件

についてお伺いいたします。 

  私は印鑑登録というのは基本的にその印

鑑が正しいかどうか、それを見きわめる、

識別のためのものだというふうに思ってお

ります。ですのでたくさん識別する要件が

多いほうがよいかと思っております。それ

とまた、この印鑑登録証明は身分証明の一

つにもなるというふうに理解しております。

そんな観点から、ちょっと何点か質問させ

ていただきます。それと文言のことについ

て、その点についても質問させていただき

ます。 

  正誤表を見ながらのほうがわかりやすい

かなと思いますので正誤表をごらんいただ
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いて、まず文言のところで、第４条第３項

で、住民票の備考に記録されているという

のが、今回、記載されているとわざわざ書

いている。この辺についてなぜかというこ

とと、それと次に印鑑登録第６条、これが

一番気になっておるんですけれども、この

氏名についてはたしか現在の氏名の並記は

せずに旧の名前だけを書けばいいというふ

うに、そういうふうにお答えされたと思う

んですけれども、それでいいのかどうかと

いうことについてお伺いいたしたいのと、

それに次に、これもちょっと細かい話です

けれども、第６条の次のページの（４）の

すぐ上のところに、わざわざ通称の前にこ

れも当該がなかったんですけど当該をつけ

たのはなぜなのかなと、ちょっとそれが気

になりましたのと、それともう一つ、一番

最後、第１４条の２項で、これも一番気に

なっておるんですけれども、これまで記載

することについては性別について書くとい

うことになってたんですけれども、今回、

第５号、性別について書かないというふう

になっているんですけれども、この辺の理

由について、以上お伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  たくさん御質問いただきましたので抜け

る可能性もございますので、また説明、回

答させていただきたいと思います。 

  まず、文言整理については準則がござい

まして、それに従って表現を変えさせてい

ただいたというところが大きいところがご

ざいますので、そこはそれで御理解をいた

だきたいと思います。 

  それから、ちょっと順番が違うかもわか

りません。最後の１４条のところで、印鑑

登録証明書について性別を記載しなくなっ

たというところはなぜかということでござ

いますが、今、府内の市町村でもそういう

議論がございまして、現にもう印鑑登録証

明書には性別を記載しないというようなと

ころが多くといいますか、ぽつぽつと出始

めてきてございます。豊能筋３市２町でい

きますと、もう証明書には性別を記載しな

いというようなところが多数といいますか、

過半数を超えてございます。今の時代にで

きるだけ性別が必要のないものについては

記載しないでいこうというような流れにな

ってございまして、現に町村長会それから

市長会も含めて、大阪府に対して、ＬＧＢ

Ｔのこともございますので、性別が必要で

ない書類についてはできるだけ削除してく

れということで要望をしてまいっておりま

す。その観点からいいますと要望している

市町村についてはやはり必要のないといい

ますか、部分についてはできるだけ削除を

していきたいというようなことも含めて、

性別については今回削除をさせていただけ

たらと思っております。もちろん原票には

性別については削除するというようなこと

はございません。 

（発言する者あり） 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  申しわけございません。ちょっと私があ

れですので。何条でしたですかね。済みま

せん。 

（発言する者あり） 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  ちょっと確認をさせていただけますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  一旦これちょっと再度質問をお願いしま

す。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  まずは性別を書かなくしたということで
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すけれども、決して国のほうで性別を書か

ないでいいということで言われているわけ

ではなくて、市町村独自でやられていると

いう話というふうに受け取りました。その

中で私、印鑑登録証明がこれまで必要だっ

た事例を考えてみますと、例えば遺産相続

承諾書ですか、そういったときにちゃんと

出しますよということになったときに、や

はりちゃんと人が特定できないとおかしい

と思うんですね。例えば男女にしても同じ

ような名前、例えばかおるさんとかひろみ

さんとかという方もいらっしゃれば、氏名

についても例えば旧姓しか書かないという

話であれば、私の名前、私、妹おるんです

けれども、例えば田中という名前幾らでも

いますので、田中誰それさんの印鑑登録証

明とってきてというのがわからなくなると

いうこともあると思うんですね。そういう

ことからすると、もともとのこの趣旨から

すると、要はこの印鑑が正しいかどうか特

定するためというのがもともとの趣旨なの

で、今回のことからすると、そのＬＧＢＴ

ということもある意味理解するんですけれ

ども、体制としては正しいかどうかを識別

するためのものが非常に、例えば性別とい

う２分の１のこれがとれなくなる、また旧

姓というのも入れなくなると、よりわかり

づらくなる、要は犯罪につながるおそれが

さらに出てくると思うんですけれども、そ

んな意味からもやはり現在の名前もここに

併記するべきだと思いますし、性別につい

てもやはり書いておかないと、要は犯罪に

つながるおそれがあると思うので、本来の

印鑑登録証明の趣旨からするとそれがない

というのは僕はおかしいんじゃないかなと

いうふうに思っておるんですけれども、そ

ういうことも含めてやはり私はこれをすべ

き。しないと非常に犯罪につながる恐れが

あると思うので。 

○議長（永谷幸弘君） 

  質問をお願いします。 

○２番（田中龍一君） 

  その犯罪がつながるおそれに対してどの

ようにお考えかについてお答えお願いしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  大変失礼いたしました。証明書には氏名

ということで、氏、今の氏は必ず表記はす

る予定になっていると思っております。こ

の前の全協での説明では、備考欄に、例え

ばですよ、まだちょっとどこに旧氏を記入

するかというところはまだ決めてございま

せんが、例えばその証明書の中の備考欄に

旧氏はこういう名前ですよと。その名前は

住民票の方に届け出ていただいた旧氏をそ

のまま記載しますよということで、今の氏

は当然ありまして、例えば備考欄に旧氏を

書くというような状況にさせていただきま

す。 

  それともう一つ、印鑑登録証明書に性別

がないということは非常に悪用される可能

性もあるんじゃないかということでござい

ますが、印鑑登録証明書だけでいわゆる公

的機関、例えば相続だとかいうところで提

出してそれが有効になるとか、それだけを

求めることはほとんどというか、皆無とい

いますか、ございません。御自分が持って

こられた例えば何かの証しに判こを押すと。

例えば契約書に押すと。この契約書は御本

人の印鑑であるということを証明するのが

印鑑登録証明書でございますので、そこに

は氏名それから住所それから生年月日それ

を証明することによって十分足りるものと

思ってございますし、現に今まで先行して

取り組んである市町村からそういった事例
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については聞いておらないところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  この事例ではないんですけれども、過去

に役所で同姓同名を取り違えたといった事

例もあったというふうに私は新聞記事で読

んだことあるんですけれども、やはり少し

でも行政として誤りがないようにするため

には、やはり性別というものは法律で別に

削りなさいとなってるわけじゃなくて、市

町村判断で今回削るという話ですので、そ

れについては私はぜひ考えていただきたい

ということで、 ちょっと委員会のほうでも

御議論いただきたいと思いますので、その

あたりまたよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に、第１号認定から第７号認定までの

７件に対する質疑を行います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ５番・管野英美子でございます。 

  一つ目は、５号認定、介護保険、介護給

付費準備基金についてです。１号認定のと

ころも関連するかと思いますが、積立基金

についての考え方です。目標が５億円と伺

っていますし、その趣旨も理解をしていま

す。平成２７年度は約4,０００万円、２８

年度6,９００万円、２９年度9,３００万円、

３０年度8,１００万円。かなり金額がたく

さん積み立てることになっていますが、こ

れは介護給付がどの程度要るか、この先の

ことはわかりませんので、大変難しい介護

保険料の設定だと思います。現在、第８期

の介護保険料の計画を策定中ですが、どの

ように反映されるのかお聞かせください。 

  そして二つ目は、滞納の税や保険料等の

徴収です。公平を期するための徴収体制を

お聞かせください。 

  ３番目はユーベルホールの件です。教育

委員会会議で教育委員さんからＡ評価が一

つもないと言われた生涯学習にかかわる事

業です。全てが老朽化によってこの評価な

のだと思います。図書館は運営に関してい

ろいろとしかけてこられていますので残念

な評価だと思います。この状態なら、この

ままなら、あと３年、４年で文化振興基金

も底をつきます。行財政改革プラン２０１

９、全協では存続と伺いましたが、今後の

運営、この後も基金の取り崩しをしてユー

ベルホールの運営管理をされるのかお伺い

します。 

  以上３点、お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私からは滞納の徴収の体制でございます。 

  滞納につきましては一番大きいのが町税

と国保でございます。この徴収につきまし

ては、税務課の中に徴収室という体制を組

んでおりまして、その徴収室が中心になり

まして各担当課にアドバイスをしたり、直

接徴収室が徴収をしたりというようなこと

をしております。主に町税だけではござい

ませんでして、国保につきましても徴収室

が直接滞納分を徴収するということもやっ

ております。このごろはもう徴収の体制か

なり整ってきておりまして、現金を抑える

というようなことを取り組んでおります。

特に貯金でございますとか生命保険でござ
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いますとか、そういうすぐに現金にかわる

もの、これをもう押さえましてすぐ現金化

をすると。給料も押さえますし年金も押さ

えます。とにかく現金。不動産を押さえる

とか動産を押さえることもないことはない

んでございますけれども、これはなかなか

現金化することが難しゅうございますので、

とにかく現金化できるものは優先的に押さ

えて、滞納を減らしていくという努力はし

ておりますが、悲しいことに大口の滞納と

いうものもございまして、それはどうして

も現金を押さえるということができません

ので、見かけ上件数は減っておっても滞納

の金額そのものは減っていないというよう

な現象が起こっておりますが、本当に担当

職員はまめに日々差し押さえをしていると

いうような状況でございますので、御理解

いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  介護保険の積み立てについてでございま

すが、議員おっしゃいますようにおおむね

５億円を予定してございます。タイムリー

にといいますか、きょうの各新聞の朝刊の

一面に社会保障の見直しをしていくという

ことで、ますます住民さんに保険料のアッ

プとかいうことを求めていくというような

時代になっていくのではないかと思ってお

りますが、それも踏まえまして豊能町は後

期高齢化していく中で、やはり５億円ぐら

いの積み立てはしていかなければならない。

それを第８期、第９期で緩和をさせていた

だいて抑制に充てていきたいと考えており

ます。 

  それから、第８期に対する保険料をどう

考えているのかということでございますが、

これについては今までの給付の傾向を見ま

して、国が示すシート、これの中に入れて

いくと大体豊能町の保険料が出てきて、そ

れを参考にさせていただくというもの、そ

れを保険料にさせていただくんですけれど

も、また、積み立てに回るような症状が出

てくるというふうな可能性もございます。

これについてはおおむね大体、先ほど申し

上げましたように５億円をめどとしており

ますので、それを超える積み立てがござい

ましたら、それは介護予防事業のほうに回

させていただいて、積極的に介護の、重篤

にならないように町村独自で取り組む経費

に回していきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  ユーベルホールの件ですけども、生涯学

習課の事業評価ではほとんどＡがついてお

らないということやったと思います。ユー

ベルホールほかに図書館とか西公民館ある

んですけども、施設が老朽化しているとい

うことでなかなか住民の方にも不便をかけ

ているところがあるということも踏まえて、

Ａ評価にはなっていないものと思います。

生涯学習課のほうでは本年度、個別施設計

画といいまして、長寿命化計画の中の個別

施設計画を策定しておるところです。今後、

ユーベルを存続していくため、また公民館

とかを存続していくためには、施設改修、

設備改修についてどれぐらい要るかという

ふうな経費がはっきりしてくると思います。

それを含めて改修していきたいとは考えて

おりますので、またユーベルのほうでは毎

年3,０００万円、4,０００万円というふう

な基金のほうを使っております。あと残高

ももう１億円を切ってるというふうに認識
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しておりますので、ホールの事業のあり方

もプラン２０１９では検討するとなってお

りましたけども、今後も事業のあり方、ま

た施設のあり方について個別施設計画でき

ましたら検討していきたいというふうに考

えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ユーベルホールなんですけれども、ロビ

ーコンサートとかよく高尾議員とかと行っ

てるんですけれども、それが本当に心地よ

いお昼のひとときなんですけれども、それ

が集客につながっていないかな、本公演と

いうんですか、舞台のほうにつながってい

ないかなって、いつも２００、３００ぐら

いでおさまっているということで。そのあ

たりの改革もやっていただきたいというこ

とと、それから滞納の件ですけれども、水

道も企業団へ行ってしまいましたけど、あ

と４万円やとかいってすごく頑張ってはる

んで、これ以前に聞いたんですけども、本

当に生活保護にいかなあかん人がいないの

かというの、余り、皆さんほぼ持ち家だと

思うんで、不動産を押さえるとかっておっ

しゃると思うんですけども、持ち家じゃな

い人で生活保護に紹介したという、水道の

ときはそんな答弁もいただいたんですが、

そういうことも踏まえてやっておられるの

かな。大変厳しい徴収の姿を想像しました

けども、そのあたり聞かせてください。 

  介護保険は、あとその介護予防事業で、

同じ人がリピーターで行っている。幅広く

やっていただきたいなと思います。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  生活困窮者の方の滞納の徴収でございま

す。これはもう議員の御指摘のとおりでご

ざいまして、無理に給料を押さえたり年金

を押さえたり、そんなことはしておりませ

んでして、生活保護といいますか、社会福

祉のほうに税の担当が御紹介を差し上げて、

分割納付をしていただくとかあとは滞納処

分をしてしまうというようなこともときに

はあるというようなことで、生活困窮者の

方の生活が困るような、そういう取り立て

まではしていないということで御理解をお

願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  管野議員の御質問ですけども、ロビーコ

ンサート頻繁にやっております。結構ロビ

ーにはたくさんの人が来ていただいて、パ

イプ椅子を並べて聞いていただいておりま

す。それが本館といいますか、ホールの集

客につながっていないということなんです

けども、ロビーコンサート、オオサカンと

提携しまして、オオサカンも集客を集める

ためにロビーコンサートも行ってるという

ところがあるんですけども、その辺もう少

しホールのほう、協議といいますか、どう

いうふうにすればお客さんが入るか、イン

ターネットの発信どうかというふうなこと

をまた考えていきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１号認定から第７号認定までは、６名

の委員をもって構成する決算特別委員会を
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設置し、第４３号議案から第５３号議案、

及び第１号認定から第７号認定までは、お

手元に配付いたしております付託表のとお

り、それぞれの常任委員会及び決算特別委

員会に付託の上、審査することにしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第４３号議案から第５３号議案、

及び第１号認定から第７号認定までは、お

手元に配付いたしております付託表のとお

り、それぞれの常任委員会及び決算特別委

員会に付託の上、審査することに決定いた

しました。 

  ただいま設置いたしました決算特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第

７条の規定により、決算特別委員会委員に、

田中龍一議員、中川敦司議員、寺脇直子議

員、井川佳子議員、秋元美智子議員、高尾

靖子議員、以上６名をそれぞれ指名したい

と思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名

の議員を決算特別委員会委員に選任するこ

とに決しました。 

  ただいま選任いたしました決算特別委員

会委員の互選により、委員長に田中龍一議

員、副委員長に寺脇直子議員が選出されま

した。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は９月２０日午後１時より会議を開

きます。 

  本日は大変に御苦労さまでした。 

 

散会 午後３時２８分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第４３号議案 豊能町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

       制定の件 

第４４号議案 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行 

       に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 

第４５号議案 豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例制定の 

       件 

第４６号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第４７号議案 豊能町印鑑条例改正の件 

第４８号議案 豊能町災害弔慰金の支給等に関する条例改正の件 

第４９号議案 豊能町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

       に関する基準を定める条例等改正の件 

第５０号議案 豊能町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

       改正の件 

第５１号議案 令和元年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５２号議案 令和元年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の件 

第５３号議案 令和元年度豊能町下水道事業特別会計補正予算の件 

第 １号認定 平成３０年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ２号認定 平成３０年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳 

       出決算の認定について 

第 ３号認定 平成３０年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       歳入歳出決算の認定について 

第 ４号認定 平成３０年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

       の認定について 

第 ５号認定 平成３０年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ６号認定 平成３０年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について 

第 ７号認定 平成３０年度豊能町水道事業会計決算の認定について 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ８番 

 

        同    ９番 

 

 

 

 


